
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）守谷市総合公園新設整備・運営事業 

募集要項等に関する質問（参加資格要件に関する事項以外） 

への回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8年 3月 30 日 

守谷市 

 「（仮称）守谷市総合公園新設整備・運営事業 募集要項等に関する質問（参加資格

要件に関する事項以外）への回答」を次のとおり公表します。多くの質問をいただ

き、誠にありがとうございました。 

 質問は原文のまま掲載していますが、明らかな誤字、脱字及び表記の誤りと判断さ

れた箇所については、一部修正しています。 

 募集要項等に関する質問への回答は、募集要項等と一体をなすものとします。 



■募集要項に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

1 2 第２ 1 （3）

「事業目的」に「これらの目
的を実現するため、民間事業
者の創意工夫と専門的ノウハ
ウを活かす官民連携手法を採
用し、柔軟で魅力ある提案を
広く求め、整備後の安定した
運営と持続的な発展を見据
え、事業者と共に未来志向の
公園を創っていくこととす
る」と記載があります。
また、要求水準の第2-2-(2)
「施設・規模の設定」には
「事業目的を踏まえた事業者
の提案可能性を広げることを
意図しており、施設規模を抑
えることや任意施設を整備し
ない代わりに、その他の施設
や機能の充実を図る幅広い提
案を期待」とあります。
要求水準の第1-2「事業目
的」を実現することに寄与す
る施設に関しては、第2-2-
(1) 「本施設内容と規模」に
記載のない施設も本事業の対
象となる施設として整備可能
という理解ですがよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。個別対
話にて提案内容を確認するこ
とができます。

2 3 第2 1 （5） ア
基本計画の
位置付け等

「・・これら提案を行う予定
である事業者は、提案書類の
提出前に市と協議の上、同意
を得るものとすること。」と
のことですが、市との協議の
機会はどのような形で頂くこ
とになるのでしょうか。

個別対話にて協議いたしま
す。

3 4 第2 1 （5） ア
基本計画の
位置づけ

「事業費の縮減効果が見込め
る提案についても、提案を妨
げない。ただし、・・・・同
意を得るものとすること。」
との記載がありますが、今後
予定されている個別対話の中
で「同意を得る」という理解
で宜しいでしょうか。また
は、都度ご相談できるので
しょうか。

ご理解のとおり、個別対話に
て行います。なお、都度の相
談は受け付けておりません。

4 4 第2 1 （7） ア～サ
本事業の対
象となる施
設

本事業の対象となる施設につ
いて、ア～サとの記載があ
り、「必須」「任意」との記
載がありますが、提案の上限
金額の算出根拠としては「必
須」施設のみで上限金額を算
定したのでしょうか。

提案の上限金額は、任意施設
も含めて算出しております。
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■募集要項に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

5 5 第2 1 （8） ※
調整池につ
いて

「事業者はその維持管理業務
及び運営業務を行うものとす
る」との記載がありますが、
維持管理業務・運営業務とも
に具体的な業務の記載がない
ため、どのような業務を行う
のかお示しください。
例：大雨・洪水の際に、緊急
対応として〇〇の対応業務を
行う必要あり等。

要求水準書「第4.５維持管理
業務に関する要求水準」と
「第4.６運営業務に関する要
求水準」をご確認ください。
市が別途工事で整備する躯体
及び雨水排水設備と、本工事
で整備する周辺環境のランド
スケープやアーバンスポーツ
等の工作物等を含めて、本施
設の維持管理業務になりま
す。
また、運営業務は、調整池2
段目を活用したアーバンス
ポーツ広場の運営を想定して
います。

6 5 第２ 1 （8）
事業期間
（予定）

１か月単位の短縮が可能とあ
りますが、半月単位では採用
されず、評価対象にはならな
いのでしょうか。

ご理解のとおりです。

7 5 第2 1 （8） ※
開園準備業
務の始期に
ついて

「開園準備業務の始期
は・・・事業者の提案による
ものとする」との記載があり
ますが、事業契約締結と同時
に開園準備が始まると捉える
こともできますが、貴市でイ
メージしている開園準備とは
竣工後の開園準備のイメージ
でしょうか。（その考えが統
一されないと人員配置の考え
方含めて、事業者間で認識の
齟齬が出ると思いましたので
質問となります。）

要求水準書P.6～7をご確認く
ださい。

8 5 第2 1 （9）
事業期間終
了後の措置

「事業者は、市の定める引継
ぎ時における本公園の要求水
準を満足する状態で市に引き
継ぐものとする」とのことで
すが、この要求水準は事業契
約書（案）第82条及び、要求
水準書（案）P7の11「事業期
間終了時の引継ぎ」の記載の
とおりとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

9 8 第2 1 （2）
利用料金収
入

25年間の事業期間中、物価高
騰等による利用料金改定の際
の「市の事前の承諾」におけ
る具体的な判断基準や協議時
期を教示いただきたい。

利用料金の改定については、
事業者と協議の上、状況を踏
まえ、適時適切に対応してい
きます。

10 8 第2 2 （2）

使用を想定している国庫補助
金・地方債を教えて頂きたい
です。

国庫補助は社会資本整備交付
金・防災安全交付金（国土交
通省）・第2世代交付金（内
閣府）、地方債は公共事業等
債を想定しています。
実施方針に関する質問に対す
る回答No.10をご確認くださ
い。
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■募集要項に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

11 8 第2 2 （2） エ
維持管理業
務及び運営
業

維持管理業務及び運営業務に
係るサービス対価について、
計算式をお示しください。費
用及び事業者の適切なマネジ
メントフィー相当額の合算に
対し、不足分を貴市が支払う
考えでよろしいでしょうか。

様式14-3、14-4、15-5（別紙
2）、15-7をご確認くださ
い。
本事業の維持管理業務に係る
費用をサービス対価D-1及び
D-2として市は事業者に支払
います。
また、利用料金を設定すると
ともに利用者数を想定して利
用料金収入を算出します。本
事業の運営業務に係る費用か
ら当該利用料金収入を差し引
いた金額をサービス対価Eと
して市は事業者に支払いま
す。

12 8 第2 2 （2） エ

維持管理業
務及び運営
業務（ただ
し、自主事
業を除く）
に係るサー
ビス対価

「市は当該業務に係るサービ
ス対価について、維持管理業
務及び運営業務を行う期間に
わたり事業者に支払う」とし
ながら「原則、事業者負担と
し、お互いに協議の上、不足
分を市がサービス対価として
支払うこととする。」との記
載がありますが、本事業の建
付け上、「原則」以下の記載
の状況は契約上も想定されて
おりません。趣旨についてご
説明下さい。

本事業の維持管理業務に係る
費用をサービス対価D-1及び
D-2として市は事業者に支払
います。
また、利用料金を設定すると
ともに利用者数を想定して利
用料金収入を算出します。本
事業の運営業務に係る費用か
ら当該利用料金収入を差し引
いた金額をサービス対価Eと
して市は事業者に支払いま
す。

13 8 第2 2 （2） オ
利用料金収
入

都市公園条例等に関する使用
料 （占用料等）は事業者の
収入ではなく貴市の収入との
理解で宜しいでしょうか。
例えば、今回整備され不特定
多数が利用するような多目的
広場にて事業者が料金設定の
提案をして市と協議の上承認
されれば、事業者の収入とす
ることは可能なのでしょう
か。

使用料は事業者の収入としま
す。なお、付帯事業について
は、募集要項P.9をご確認く
ださい。

14 8 第2 2 （2） オ
利用料金収
入

利用料金は事業者の提案によ
るとのことですが、充電料金
（EV急速充電器）を「無料」
としても良いでしょうか。

可能です。

15 8 第2 2 （2） カ
自主事業に
よる収入

「例として、イベント、文
化・スポーツ教室を実施する
こと。」とありますが月間ま
たは年間の開催件数として市
の希望もしくは想定件数につ
いて、ご教示願います。

市の想定はございません。事
業者の提案となります。
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■募集要項に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

16 9 第2 2 （2） キ
(ア)提案施
設の整備・
運営

「付帯事業を提案する予定の
ある事業者は、提案書類の提
出前に市と協議の上、
同意を得るものとする」との
ことですが、貴市との協議の
場は、個別対話の場という理
解でよろしいでしょうか。ま
た、協議にあたっては、具体
的にどのような情報をご提示
すればよろしいでしょうか。

ご理解のとおり、個別対話に
て行います。提示いただく情
報は事業者の判断にお任せし
ますが、少なくとも市で判断
ができる情報として提案施設
の内容、施設規模、配置場所
は提示ください。

17 9 第2 2 （2） キ
付帯事業に
よる収入

（ア）にて提案設備の整備・
運営について記載があります
が、「提案施設」に関する規
定にも関わらず「付帯事業」
と記載されているところが散
見されます。付帯事業は「提
案施設」と「ネーミングライ
ツ」の二つで構成されている
ため記載に齟齬が生じている
と存じます。趣旨につきご教
示頂きたく、または修正をご
検討願います。

原案のとおりとします。

18 9 第2 2 （2） キ
(イ)ネーミ
ングライツ

事業者がネーミングライツ
パートナーとなる/事業者が
ネーミングライツパートナー
を募る場合の、貴市、事業
者、ネーミングライツパート
ナーの契約関係をご教示くだ
さい。
また、要求水準書P69 第4 7
(2) アにネーミングライツ期
間は開園日から少なくとも10
年間までと記載されています
が、ネーミングライツパート
ナーとの契約期間は10年以上
に設定しなければならないと
いう意味でしょうか。

前段については、ネーミング
ライツの提案が行われた場合
は、ネーミングライツに関す
る必要な規定を事業契約に追
加します。
後段については、ご理解のと
おり、10年間以上となりま
す。

19 9 第2 2 （2） キ
(イ)ネーミ
ングライツ

ネーミングライツ料は事業者
の提案によるという理解でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

20 9 第2 2 （2） キ
付帯事業に
よる収入

（イ）のネーミングライツに
ついてですが、本公園の通称
名を本事業の提案時に示す必
要があるのでしょうか？それ
とも、ネーミングライツを事
業者が募る等の提案すること
で足りるのでしょうか。

本公園の通称名を提案するこ
とは必須ではありませんが、
そのような提案も可能です。
また、ネーミングライツを事
業者が募るなどの提案も可能
です。
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■募集要項に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

21 9 第2 2 （2） キ
付帯事業に
よる収入

(イ）のネーミングライツに
ついてですが、「サービス対
価の低減に資するようにする
こと。」の記載があります
が、ネーミングライツの提案
をした場合、サービス対価を
減じるのは必須事項なので
しょうか。5年後の開園とい
うスケジュールにおいて、
ネーミングライツパートナー
の確約が得られるかは不透明
であるということを踏まえて
のご質問となります。

市がネーミングライツを導入
する目的は要求水準書のとお
り、新たな財源の確保、持続
可能な施設等の運営、施設等
の魅力や知名度を高めること
により地域の活性化を図るこ
とです。そのため、ネーミン
グライツ料の一部でも本事業
に還元していただきたいと考
えて「市が支払うサービス対
価の低減に資するようにする
こと」という記載をしていま
す。サービス対価の低減の仕
方については事業者の提案と
します。

22 10 第3 2

第２回までの個別対話が予定
されていますが、追加の対話
を要する場合は追加実施して
いただくことは可能でしょう
か。

個別対話については第2回以
降の実施は考えておりませ
ん。

23 12 第3 3 （4）

所定の1回以外に個別で随時
質疑を受け付けて頂くことは
可能でしょうか。
検討を進めるうえで確認が必
要となる事項が想定され、ご
回答が頂けない場合、検討を
断念せざるを得ない可能性が
ある為、ご検討頂けますと幸
甚です。内容については公平
性の観点から必要に応じて公
表頂く形でご検討頂ければと
思います。

募集要項等に関する質問につ
いて、個別で随時受け付ける
ことはしません。
個別対話の機会を設けていま
すので、そちらにご参加くだ
さい。

24 14 第3 3 （9）

個別対話は各回グループで1
回のみ参加可能となりますで
しょうか。(同グループを分
割し2回以上の実施は不可で
しょうか。)また各回上限は
10人でしょうか。

ご理解のとおりです。個別対
話の参加者数は15名以内とし
ます。
併せて、様式集に関する質問
への回答No.6及びNo.8をご確
認ください。
また、様式4-1を修正しま
す。

25 16 第3 3 （14）

提案に関するヒアリングは、
追加資料(動画等)は認められ
ず、提案書資料に沿ってご説
明をさせて頂く形になります
でしょうか？事業者側の過度
な負担とならないよう、一
律、動画等については禁止い
ただくことはできますでしょ
うか？

現時点でヒアリングの実施方
法等をお示しすることはでき
ませんが、ご意見として承り
ます。

26 16 第2 3 （14）
提案に関す
るヒアリン
グの実施

スケジューリングの為、ヒア
リングの実施予定日をご教示
願います。

現時点では令和8年9月中旬と
しかお示しすることはできま
せん。
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■募集要項に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

27 17 第3 4 （4） ア 著作権

応募者の提案書類等を公表資
料として使う際は、各事業者
のノウハウが多分に含まれる
ため、内容について応募者と
確認・協議いただけないで
しょうか。

事前に事業者へ確認いたしま
す。

28 17 第3 4 （4） ウ
情報公開請
求

情報公開請求を受けた場合に
おいて、応募者としての正当
な利益を害する情報の範囲に
ついて、事前に事業者への確
認・協議をしていただけない
でしょうか。

事前に事業者へ確認いたしま
す。

29 18 第3 4 （8）
提案の上限
額

提案価格に消費税が含まれな
い項目がある場合があるが、
「消費税および地方消費税」
を「含む」「含まない」双方
の上限金額を満たさなければ
ならないのか、ご教示願いま
す。

提案の上限金額は、消費税及
び地方消費税を含む場合とそ
れらを含まない場合の双方を
示しております。そのため、
双方を満たすこととなりま
す。
併せて、様式9-1、9-2をご確
認ください。

30 18 第3 5 （1） ウ
応募者の構
成

SPC設立する場合は、守谷市
内に設立とありますが、SPC
設立しない場合の代表企業も
守谷市内で支店や営業所を有
することを規定しないと不平
等になるかと思います。SPC
の設置を市内の規定を外す
か、SPCを設置しない場合の
代表企業を守谷市内に本店・
支店を有することとしてい頂
けないでしょうか。

原案のとおりとします。
なお、SPC設立に係る提案に
ついては、審査項目「１　事
業計画に関する事項」におけ
る評価対象となります。

31 20 第９ 5 （2） ウ 施工企業

(ア)　⑤の記載において、
「都市公園法第２条第１項に
規定された都市公園を施工
(新設または全面改修)した実
績」とありますが、発注者が
自治体以外(例えば区画整理
組合)でも問題ございません
でしょうか。また、コリンズ
登録されている場合、証明書
類はコリンズでよろしいで
しょうか。

前段については、発注者が地
方公共団体以外も可としま
す。
後段については、CORINS登録
内容確認書も可とします。実
績内容がわかる図面や仕様書
に関しては、CORINS登録内容
確認書とは別に提出してくだ
さい。

32 20 第９ 5 （2） ウ 施工企業

（ア）⑤の記載において、
「都市公園法第２条第１項に
規定された都市公園を施工
(新設または全面改修)した実
績」とありますが、大規模な
都市公園の施工においては、
工区分けされた発注となる場
合がございます。その場合、
工区のみの施工実績でも問題
ございませんでしょうか。

可とします。

33 21 第3 5 （2） ウ 施工企業

「（イ）⑤過去20年以上の～
実績を有していること」につ
いて、監理技術者実績の必要
があるかご教示願います。

当該規定は実績に係る参加資
格要件です。監理技術者に係
る参加資格要件は、募集要項
P.21の第3.5.(2).ウ.(イ).③
をご覧ください。
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■募集要項に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

34 24 第3 6 （6）
優先交渉権
を決定しな
い場合

価格提案及び落札者がいない
場合の対応はどのようになる
のか、ご教示願います。

募集要項のとおり、優先交渉
権者を決定せず、特定事業の
選定を取り消します。その後
については未定です。

35 25 第3 7 （4） 契約保証金

守谷市契約事務規則 第6条で
は「契約金額の100分の5以上
の入札保証金…」と記載され
ていますが、今回は100分の
10以上と高い割合に設定され
ています。
高く設定されている理由及び
今後、5/100に設定いただく
余地の有無についてお示しく
ださい。

原案のとおりとします。守谷
市契約事務規則第6条は入札
保証金の規定であり、契約保
証金は、同規則第26条におい
て、「契約金額の100分の10
以上」とされているため、変
更することができません。

36

27

別紙P5

様式集
P54

第4

１

様式10-3
（別紙）

2

（3）

予想される
リスクと責
任分担

リスク管理

リスク管理
（リスク分
担）

「予想されるリスク及び市と
事業者の責任分担・・・・事
業契約に定めるものとす
る。」とあるが、提案書様式
10-3（別紙１）リスク管理
（分担表）で事業者が提案す
るリスク分担に基づいてリス
クを分担する考えでよいの
か、ご教示願います。

予想されるリスクと責任分担
については、事業契約書
（案）のとおりです。
様式10-3（別紙）では、本事
業における潜在的なリスクを
抽出し、それらリスクへの管
理や対応策を提案していただ
きます。

37 27 第４ 3 （1）
モニタリン
グの実施

「本事業の実施状況について
モニタリングを実施する」と
ありますが、実施頻度（回
数）についてご教示願いま
す。

日報や月次報告書などにより
モニタリングを実施するほ
か、必要に応じて巡回を行
い、事業者に説明や立会いを
求めることもあります。

38
28　31
参考資料

6
第5 1 （1）

敷地概要
（雨水）

「雨水：下水接続不可・調整
池に放流」とあり、調整池に
集められた雨水は大野川へ排
水とありますが、大野川への
排水接続工事は別途工事とし
て考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

39 28 第5 1 （1） 上下水道

工事中の排水は調整池放流が
可能でしょうか。放流可能な
場合の排水基準をご教示願い
ます。

可能です。
また、排水基準は法令の基準
に従ってください。

40 28 第５ 1 （1） 電気

「6,600V１回線受電」とあり
ますが、引込柱の位置につい
てご教示願います。

東京電力エナジーパートナー
と協議してください。

41 28 第５ 1 （1） ガス

「都市ガス」についても、接
続位置をご教示願います。

調整池脇付近を予定していま
す。
要求水準書に関する質問への
回答No.101もご確認くださ
い。
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■募集要項に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

42 29 第5 1 （2）
敷地配置計
画

敷地配置計画イメージ図に示
されている未買収地につい
て、事業開始時は事業対象外
だが、将来的には本事業の対
象地に含まれること
が想定されるとのことです
が、将来的に対象地となるこ
とは確定事項という認識でよ
ろしいでしょうか。将来的に
本事業地に含まれる場合に
は、編入予定時期及び編入後
の未買収地に係る費用（整備
費、維持管理費、運営費等）
の負担者をご教示ください。

現時点では確定事項とまでは
言えません。
編入時期は未定です。
未買収地に係る整備費、維持
管理費、運営費は本事業費の
対象外とし、編入時に市と事
業者で協議のうえ決定いたし
ます。

43 29 第5 1 （2）
敷地配置計
画

本事業の提案において、敷地
配置計画イメージ図に示され
ている未買収地の整備・運営
等の活用についても提案が求
められますでしょうか。提案
が求められる場合、未買収地
の活用方法について貴市のご
期待をご教示ください。

本事業の対象外になります。
ただし、未買収地の活用方法
も考慮して設計業務を行って
ください。また、未買収地の
整備方法は、提案内容にに基
づき、敷地全体の利用状況を
踏まえて検討してください。

44 29 第5 1 （2）
敷地配置計
画

「ただし、将来的には本事業
の・・・・協議することとす
る。」との記載があります
が、緑枠（実線）の範囲が加
わった場合は、貴市と協議の
上、関連する費用分（工事
費・維持管理費・運営費等）
を増額頂ける認識で宜しいで
しょうか。

未買収地に係る整備費、維持
管理費、運営費は本事業費の
対象外とし、編入時に市と事
業者で協議のうえ決定いたし
ます。

45 30 第5 2 施設内容

各施設における国土交通省告
示第8号（業務報酬基準）の
建築物類型をご教示願いま
す。

建築物類型は提案によるもの
と理解しています。

46 30 第5 2 任意施設

施設に「任意」と記載がある
屋外競技場やアスレチック広
場、アーバンスポーツ広場
は、あくまで任意であるた
め、設置する任意施設の数は
考慮しないとの理解でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

47 30 第5 2 屋内運動場

「席数：指定なし」　とあり
ますが、市で想定している席
数の詳細をご教示願います。

具体的な席数の想定はありま
せん。
提案施設において想定される
大会や競技内容に基づき観客
席数を計画してください。

48 30 第5 2
パークセン
ター（管理
棟）

パークセンターについて、
「最低限の機能」とは具体的
にどのような内容で定義され
ているかお示しください。

10人程度が使える事務機能及
び空調設備を含む執務環境と
解釈してください。
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■募集要項に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

49 30 第5 2 防災施設

「1,500人／日分の防災備蓄
品を保管できること」　とあ
りますが、防災備蓄品の詳細
についてご教示願います。

防災備蓄品は市で用意しま
す。

50

30

別紙
（提案項
目）5～9

第5 2
施設内容と
規模に関す
る事項

提案内容の
審査項目

各施設の備品は事業者の提案
によるとの認識で良いでしょ
うか。
防災倉庫内に配置する防災備
蓄品は事業者の提案で宜しい
でしょうか。（他の備品も同
様です。）

上段はご認識のとおりです。
下段は、防災備蓄品は市で用
意いたします。

51 31 第5 2 付帯施設

マンホールトイレ等防災設備
は同様の機能を持った別設備
での提案は可能でしょうか。

災害時に同等の機能・性能を
確保できる場合は可としま
す。

52 31 第5 3
調整池に関
する事項

市が別途整備する調整池で、
大規模災害による土砂堆積や
損壊が発生した場合の復旧費
用負担は、市と事業者のどち
らが負うことになるか。

市の負担となります。

53 32 第5 4 （1）
ヤクルトス
ワローズと
の連携

「イベント開催時の交通整理
等の調整事項につい
て、・・・・適切に連携する
ものとする」とありますが、
ヤクルトスワローズが実施す
るイベント等の開催時の交通
誘導員の費用負担は球団側と
の認識で宜しいでしょうか。

イベント主催者と協議・調整
をお願いします。

54 32 第5 4 （3）
（仮称）守
谷SAスマー
トIC周辺

「事業者は、（仮称）守谷SA
～戸田建設株式会社と適切に
連携し」とあるが、車両の通
行制限や弊社工事に影響が出
そうなスケジュール等あれば
教えて頂きたい。またヤクル
ト2軍球場を交えた市との調
整会議は検討されております
か。その場合の頻度等もご教
示願います。

土地区画整理事業について
は、事業認可の目標を令和9
年度末と想定して計画を進め
ているところです。
現時点でご質問のスケジュー
ルはご提示できません。
また、事業者決定後に、ヤク
ルト本社・ヤクルト球団と協
議して調整会議を検討しま
す。

55 33 第5 4 （5）
新モビリ
ティサービ
スの導入

新モビリティサービスは本公
園内の通過を検討されていま
すが、本公園と新モビリティ
サービスの整備時期が重複す
る場合、新モビリティサービ
スの整備により本事業の工事
が遅延することを懸念してい
ます。その場合は、協議の
上、貴市にリスクを負ってい
ただける認識でよろしいで
しょうか。

工事着手前（設計期間）に、
本工事に関する工程及び新モ
ビリティサービス等の別途工
事に関する工程と調整を行
い、工事期間には十分な連携
を図ってください。
そのうえで、協議により、事
業者の責に帰すべき事由がな
ければ、市のリスクとなりま
す。
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■募集要項に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

56 35 第7 1 （3） 　 　

「市に生じた損害」の定義に
ついて教えてください。
また、これには次期事業者の
再公募に要する費用、後継事
業者が決定するまでの暫定的
な運営代行費用等も含まれる
という認識でしょうか。

ご理解のとおりです。

57 38 第9 1
市議会の議
決

「市は、事業契約の締結及び
指定管理者の指定に関する議
案を令和8年12月定例月議会
に上程する予定である。」と
のことですが、事業契約
（案）52条では「・・維持管
理業務及び運営業務の開始日
までに、事業者を本施設の指
定管理者として指定する」と
されており、規定に齟齬が生
じております。趣旨につきご
教示ください。なお、事業契
約締結と指定管理者の指定が
別の時期にされる場合は、事
業取組場相当に不安定な状態
となりますので、事業契約締
結の上程と同時に指定管理者
の指定がされることは必須で
あると考えます。

事業契約第52条第1項は、事
業契約の締結と指定管理者の
指定を同じ時期にすることを
妨げるものではありません。
原案のとおりとします。
募集要項のとおり、事業契約
の締結及び指定管理者の指定
に関する議案を令和8年12月
定例月議会に上程する予定で
す。

58 41 別紙3 1
サービス対
価の構成

事業契約書第8条5項に定める
契約保証金に代わる履行保証
保険を締結した場合の保険料
は、サービス対価B-2に含め
るという理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

59 41 別紙3 1
サービス対
価B-2,D-1

保険料等の諸経費を含むと記
載ありますが、貴市が費用を
負担していただける保険内容
についてお示しください。

公益社団法人全国市有物件災
害共済会の建物総合損害共済
への加入を予定しておりま
す。

60 41 別紙3 1
サービス対
価の構成

事業契約書案第10条2項（別
紙3第2）に定められた開園準
備業務、維持管理業務及び運
営業務にかかる保険の保険料
は、開業準備期間中の保険料
も含め、サービス対価Eに含
めるという理解でよろしいで
しょうか。

保険料はサービス対価D-1と
サービス対価Eに含めること
となります。

61 41 別紙3 1
サービス対
価E

「SPCの運営に必要な諸経費
や利益等を含む」とあります
が、この諸経費の中に、SPC
設立費用等も含まれる理解で
宜しいでしょうか。

SPC設立費などの初期投資と
認められる費用については、
様式12-8の「その他費用」に
計上してください。

62 41 別紙3 1
サービス対
価の構成

SPCの運営に必要な諸経費や
利益等はサービス対価Eにを
含まれるとのことですが、
SPCの設立に係る費用につい
てはどのサービス対価に含ま
れるのでしょうか。

募集要項に関する質問への回
答No.61をご確認ください。
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■募集要項に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

63 41 別紙3 2 （1）
サービス対
価A

エリアマネジメント業務はそ
の業務特性から事業期間中を
通して地域連携をしていくも
のと理解していますが、3年
間の限定と指定している理由
をお示しください。

ご理解のとおり、エリアマネ
ジメント業務は事業期間を通
じて行うものです。ただ、周
辺エリアの環境変化等により
取り組む業務内容も変わって
いくため、現時点で当該業務
に係る費用を見込むことは困
難となります。提案書類提出
段階では、開園日から3年間
を継続的かつ自走できるエリ
アマネジメントの仕組みと体
制づくりのための準備期間と
し、その準備に係る費用を見
込んでいただきます。

64 41 別紙3 2 （1）
サービス対
価A

サービス対価Aはサービス対
価D-1、D-2、Eのように定め
られた期間毎に平準化して支
払われるのではなく、各回事
業者が提案した金額が支払わ
れるという理解でよろしいで
しょうか。

様式10-2（別紙2）にて、支
払対象期間の月数と１月あた
りのサービス対価Aの欄を設
けております。また、サービ
ス対価Aの支払予定表（開園
前倒し例）にて、吹き出しで
記載の仕方も示しておりま
す。そこから、サービス対価
Aの各回の支払金額は、支払
対象期間の月数に１か月あた
りのサービス対価Aを乗じた
金額であるとご理解くださ
い。

65 41 別紙3 2 （1）
サービス対
価A

エリアマネジメント業務に係
る費用は開園日から3年間支
払われるとのことですが、要
求水準書P40、第4 2 (2）イ
には、「準備期間以降の業務
及び費用については、周辺エ
リアの環境変化や業務の実施
結果等を踏まえて、市と協議
により決定するものとする」
と記載があります。これらの
ご記載の趣旨は、「提案時点
では開園日から3年間の費用
のみ提案し、準備期間終了以
降の費用については、貴市と
協議の上、具体的な金額を定
める（貴市にて負担する）」
ということでしょうか。準備
期間終了後の費用の負担者を
ご教示ください。

準備期間終了以降の業務及び
費用については、市と協議に
より決定するものです。

66 42 別紙3 2 （2）
サービス対
価B-1

国庫補助金及び地方債に相当
する金額の算定方法の表中に
は、工事監理業務に係る費用
の記載がありませんが、工事
監理業務に係る費用について
は、サービス対価B-1、B-2の
いずれで支払われるのでしょ
うか。

サービス対価B-2に含まれま
す。
併せて、様式12-8をご確認く
ださい。
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■募集要項に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

67 42 別紙3 2 （2）
サービス対
価B-1

国庫補助金及び地方債に相当
する金額の算定方法の表中に
は、国庫補助相当分として、
設計業務のうち実施設計に係
る費用が対象と記載されてい
ますが、様式12-8（設計費・
施工費・工事監理費内訳書）
の1-2-2 実施設計費のみが対
象であり、その他の設計費は
対象外ということでしょう
か。

ご理解のとおりです。

68 42 別紙3 2 （2）
サービス対
価B-1

「提案時の金額とは異なる場
合がある。この場合・・・事
業者の負担とする。」との記
載がありますが、事業者では
コントロール出来ない事項の
ため、貴市の負担とさせて頂
きたく要望致します。

原案のとおりとします。

69 42 別紙3 2 （2）
サービス対
価B-1

サービス対価B-1の表の※欄
外において「この見直しで追
加的に発生する費用（金融機
関の事務手数料等）は事業者
の負担とする。」と記載され
ていますが、この費用発生は
市によるサービス対価の構成
の変更によるものですので、
事業者負担とすることは不合
理かと存じますが趣旨につい
てご教示ください。

事前に見直しの可能性を踏ま
えて、金融機関との調整をお
願いするものです。

70 42 別紙3 2 （3）
サービス対
価B-2

施設引渡しまでに発生する資
金調達関連コストについて
は、サービス対価B-2に含め
てご提案すればよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

71 44 別紙3 3 （1） ウ
サービス対
価A

サービス対価Aは統括管理業
務の項目となりますが、光熱
水費が含まれている背景をご
教示願います。

光熱水費が生じる可能性を考
えて、あらかじめ項目を設定
したものです。

72 44 別紙3 3 （1） 　（ウ）

光熱水費の改定について、実
績使用量が提案を20%超えて
増加した分は改定対象外（事
業者負担）とされています
が、社会情勢の激変等による
単価の異常高騰や、新施設特
有の予測困難な事情で20%を
超過した場合の救済措置（協
議事項）はありますか。

法令変更や不可抗力による場
合は、事業契約に基づき協議
します。

73 45 第9 3 （2） ア
着工前にお
ける改定

「本施設の着工日の属する
月」と有りますが、着工日と
は設計業務、建設業務のそれ
ぞれということでよろしいで
しょうか。

工事着工日となります。
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■募集要項に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

74 45 第9 3 （2） ア
着工前にお
ける改定

サービス購入料Bの工事費に
おいて、改定する際の基準と
なる指標は、「建設物価」の
建築費指数における「都市別
指数（茨城）：体育館
（S）」の「工事原価」と
し、と有りますが、土木・造
園工事においての指数をご教
示願います。

指標値の提案については、優
先交渉権者選定後から仮契約
締結までに妥当性や合理性を
市と協議した上で、事業契約
に定めるものとします。

75 45 第9 3 （2） ア
サービス対
価

サービス購入料Bの工事費に
おいては、いかなる指標を
もってしても実態を適切に反
映することが難しい場合があ
ると考えております（設備工
事等）。そのため協議により
事業者から見積金額を提示す
ることを前提に、実勢単価を
より反映した見積上昇率を指
標として採用頂きたく存じま
す。

指標値の提案については、優
先交渉権者選定後から仮契約
締結までに妥当性や合理性を
市と協議した上で、事業契約
に定めるものとします。

76 45 別紙3 3 （2） イ
物価変動に
よるサービ
ス対価改定

改定する際の基準となる指標
は、「建設物価」(一般財団
法人建設物価調査会
発行)の建築費指数における
「都市別指数（茨城）：体育
館（S）」の「工事原価」
とありますが、提案の構造が
RC造の場合は「都市別指数
（茨城）：体育館（RC）」の
「工事原価」を基準として頂
けないでしょうか。

指標値の提案については、優
先交渉権者選定後から仮契約
締結までに妥当性や合理性を
市と協議した上で、事業契約
に定めるものとします。

77 45 別紙3 3 （2） ア
物価変動に
よる改定

施工期間中のインフレスライ
ドについて、他と同様により
市場に対する感度の高い「建
設物価」の建築費指数も考慮
していただけないでしょう
か。

指標値の提案については、優
先交渉権者選定後から仮契約
締結までに妥当性や合理性を
市と協議した上で、事業契約
に定めるものとします。

78 45 別紙3 3 （2） ア
物価変動に
よる改定

着工前において15/1000を超
える急激な物価変動が生じた
場合は、単品スライド・イン
フレスライドが適用される認
識でよろしいでしょうか。

募集要項の規定に従って改定
します。

79 45 別紙3 3 （2） ア
サービス対
価Bの変更

「改定の結果はサービス対価
B-2に反映させるものとし」
とありますが、B-1に反映頂
くことはできませんでしょう
か。

原案のとおりとします。
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■募集要項に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

80 45 別紙3 3 （2） ア
サービス対
価B

「都市別指数（茨城）： 体
育館（S）」について、一般
財団法人建設物価調査会のHP
では確認出来ませんが、情報
共有頂くことは可能でしょう
か。

一般財団法人建設物価調査会
のホームページに掲載されて
いるのは、東京及び主要9都
市のみです。
該当する指標値がない場合
は、優先交渉権者選定後から
仮契約締結までに妥当性や合
理性を市と協議した上で、事
業契約に定めるものとしま
す。

81 45 別紙3 3 （2） ア

物価変動による改定につい
て、その方法について定めら
れていますが、その一方要求
水準書第4.3.イ.コスト管理
事業契約書(案)第68条別紙5
にも記載があります。募集要
項別紙3.3.(2)の定めによっ
て処理できるということでよ
ろしいでしょうか。

要求水準では、物価上昇も踏
まえて総額を下回るようコス
ト管理を行うことを求めてい
ます。そのうえで、物価変動
による改定は募集要項、契約
書等に基づき対応いたしま
す。

82 46 別紙3 3 （3） ア
サービス対
価C、D-1、
D-2 、E

「なお、初回については、
令和8年度の平均値とする」
とありますが、この記載の背
景をお示しください。
※「改定時の指標値とは、改
定時における直近 12か月の
指標値（12か月分の平均値）
とする」とあり、「直近12カ
月の平均値」と「年度の平均
値」では数カ月の差が生じる
と思ったため確認となりま
す。（サービス対価B-1及び
B-2は「直近12カ月の平均
値」で統一されているた
め。）

提案書類の提出が令和8年度
中に行われるからです。

83 46 別紙3 3 （3） ア
サービス対
価C、D-1、
D-2 、E

人件費の改定指標について
「毎月勤労統計調査（全国調
査）「賃金指数（現金給与総
額/調査産業計」（厚生労働
省）」とありますが、本事業
では受付等の運営スタッフの
大半はアルバイトスタッフと
なることが想定されるため、
最低賃金の指標を採用頂きた
く存じます。

指標値の提案については、優
先交渉権者選定後から仮契約
締結までに妥当性や合理性を
市と協議した上で、事業契約
に定めるものとします。

84 46 別紙3 3 （3） ア
サービス対
価C、D-1、
D-2 、E

光熱水費の改定指標について
「消費税を除く国内企業物価
指数/電力・都市ガス・水道
（日本銀行）」とあります
が、地域性の物価変動を反映
するために「消費者物価指数
（水戸市）-中分類指数-光
熱・水道」を採用頂きたく存
じます。

指標値の提案については、優
先交渉権者選定後から仮契約
締結までに妥当性や合理性を
市と協議した上で、事業契約
に定めるものとします。
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■募集要項に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

85 46 別紙3 3 （3） ア
サービス対
価C、D-1、
D-2 、E

その他について、「消費税を
除く企業向けサービス価格指
数/総平均（日本銀行）」と
ありますが、維持管理業務は
「点検・保守及び運転・監視
業務」「清掃業務」「警備業
務」に明確に区分されている
「建築保全業務労務単価（東
京※）」を採用頂きたく存じ
ます。※一番近い地域の指標
を採用しています。

指標値の提案については、優
先交渉権者選定後から仮契約
締結までに妥当性や合理性を
市と協議した上で、事業契約
に定めるものとします。

86 47 別紙3 3 （4） イ
光熱水費の
見直し

光熱水費の「単価」が異常高
騰し、企業向けサービス価格
指数等による改定では対応困
難な場合、別途協議を行うこ
とは可能か。

指標値の提案については、優
先交渉権者選定後から仮契約
締結までに妥当性や合理性を
市と協議した上で、事業契約
に定めるものとします。

87 47 別紙3 3 （4） イ
光熱水費の
見直し

光熱水費の改定の対象はサー
ビス対価A、D-1 及びサービ
ス対価Eとのことですが、
サービス対価Cは光熱水費の
改定の対象外なのでしょう
か。対象外である場合は当該
の理由をご教示ください。

当該項目における光熱水費の
改定とは、物価変動によるも
のではなく、使用量における
提案と実績の乖離によるもの
です。サービス対価Cは開園
準備業務に係る費用が対象と
なることから、当該改定の対
象外としています。

88 47 別紙3 3 （4） イ
（ア）改定
方法

提案使用量とは、様式11-3、
14-3,15-7に記載する各年度
の光熱水費の「想定使用料」
を指すのでしょうか。それと
も、「単価」と「想定使用
料」をかけて産出した各料金
のことを指すのでしょうか。

提案使用量とは、様式11-3、
14-3、15-7の想定使用量（各
年度）の欄になります。

89 47 別紙3 3 （4） イ
（ア）改定
方法

3段落目の記載は「各年度の
上半期の提案使用量と実績使
用量を比較し、1段落目、2段
落目に記載の改定方法にて改
定を行い、下半期の支払い時
に調整（増額/減額等の処
置）を行うという意味でしょ
うか。

ご理解のとおりです。

90 47 別紙3 3 （4） イ
（イ）改定
の手続き

各年度の業務終了後、翌月の
末日までに、光熱水費の使用
量の根拠資料を市に提出する
との記載がありますが、
（サービス対価A、C、D-1、
D-2、Eの改定の手続きに記載
の通り）光熱水費の単価に係
る指標値（消費税を除く国内
企業物価指数 / 電力・都市
ガス・水道（日本銀行））の
根拠資料は毎年度9月末日に
提出し、使用量の根拠資料
は、各年度の業務終了後、翌
月の末日までに提出するとい
う理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。
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■募集要項に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

91 50 別紙3 3 （1） イ
それ以外の
事象

事象例として「電気や水道等
の使用量の不当な増加」とあ
りますが、事業者の責めに起
因する不当な増加とは具体的
にどのような事象を指すので
しょうか。

電気の消し忘れや水道の蛇口
の閉め忘れなどを想定してい
ます。

92 53 別紙3 5 （1）
設計・施工
期間

市内企業・団体への発注金額
の未達成が、事業者の責めに
よらない場合は、減額の対象
外となるとのことですが、
（代表企業、構成員、協力企
業のコントロールの外にい
る）一次請負から二次請負の
発注金額の未達成についても
事業者の帰責性が問われるの
でしょうか。

事業者の責めによるものか
は、個別で判断することとな
ります。

93 53 別紙3 5 （1）
設計・施工
期間

未達成時の減額分について、
設計・施工期間終了後30日以
内に支払うとのことですが、
サービス対価の支払方法と同
様に「業務終了時に市は事業
者から達成状況について報告
を受け、10営業日以内に事業
者へモニタリングの結果を通
知、（事業者にて相違ないこ
とを確認、）当該通知の後に
市は適法な請求書を発行し、
事業者はその受領後30 日以
内に支払いを行う」等として
いただけないでしょうか。

原案のとおりとします。

94 53 別紙3 5 （1）
設計・施工
期間

貴市の財政負担軽減に寄与す
べく行う設計・施工期間での
VE提案などにより、発注予定
金額全体が下がり、結果とし
て市内・企業団体への発注金
額が減った場合は貴市への支
払いは発生しない認識でよろ
しいでしょうか。

事業者の責めによらないなど
は、個別で判断することとな
ります。

95 53 別紙3 5 （2）
維持管理・
運営期間

貴市の財政負担軽減に寄与す
べく行う業務の効率化提案な
どにより、発注予定金額全体
が下がり、結果として市内・
企業団体への発注金額が減っ
た場合は貴市への支払いは発
生しない認識でよろしいで
しょうか。

募集要項に関する質問への回
答No.94をご確認ください。
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■募集要項に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

96 53 別紙3 5 （2） －

事業者提案
「 地域経済
への貢献 」
の未達成時
に 係る 減
額

維持管理運営期間中において
市内企業・団体への発注金額
や市内在住者の雇用金額を提
案時の各年度の発注予定金額
と雇用予定金額の差異があっ
た場合に未達成分を減額の対
象とする規定がありますが、
本件は落札後、約5年後の開
園となるため、経済状況が読
めないところがあり、大変リ
スクの高い事業となります。
発注予定の市内企業や団体も
5年先の経済状況や事業継続
状況（経営状況）もわからな
いため、維持管理期間中の本
規定は削除頂けないでしょう
か。

原案のとおりとします。
当該未達成の発生が事業者の
責めによらないなど、減額の
対象とすべきではないと市が
認めた場合は、減額の対象と
はなりません。

97 53 別紙3 5 （2）

事業者提案
「地域経済
への貢献」
未達成時に
係る減額

「当該未達成の発生が事業者
の責めによらないなど、減額
の対象とすべきではないと市
が認めた場合は、この限りで
はない。」との記載がござい
ますが、人員の募集を実施し
ても、市内からの応募がない
場合や、事業者の採用基準に
達した人員が応募されない場
合などの事由も、事業者の責
めによらないとの理解でよろ
しいでしょうか。事業を円滑
に実施する為に配置する人員
の採用基準は重要となりま
す。ご理解をいただけますよ
うお願いいたします。

事業者の責めによらないなど
は、個別で判断することとな
ります。

98 53 別紙3 5 （2）

事業者提案
「地域経済
への貢献」
未達成時に
係る減額

「当該未達成の発生が事業者
の責めによらないなど、減額
の対象とすべきではないと市
が認めた場合は、この限りで
はない。」との記載がござい
ますが、提案時に想定した市
内企業・団体の企業与信など
が事業者の規定に合わない場
合や、想定している発注額と
合意を得ない場合、市外企
業・団体への発注を認めてい
ただくとともに、減額の対象
に含めないでいただきたい。

左記の場合、市外企業・団体
へ発注することは認めます。
ただ、事業者の責めによらな
いなどは、個別で判断するこ
ととなります。

99 53 別紙3 5 （2）
維持管理・
運営期間

市内企業・団体への発注金額
の未達成が、事業者の責めに
よらない場合は、減額の対象
外となるとのことですが、
（代表企業、構成員、協力企
業のコントロールの外にい
る）一次下請から二次下請の
発注金額の未達成についても
事業者の帰責性が問われるの
でしょうか。

事業者の責めによるものか
は、個別で判断することとな
ります。
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■募集要項に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

100 53 別紙3 5 （2）
維持管理・
運営期間

未達成時の減額分について、
各年度終了後30日以内に支払
うとのことですが、サービス
対価の支払方法と同様に「各
年度業務終了時に市は事業者
から達成状況について報告を
受け、10営業日以内に事業者
へモニタリングの結果を通
知、（事業者にて相違ないこ
とを確認、）当該通知の後に
市は適法な請求書を発行し、
事業者はその受領後30 日以
内に支払いを行う」等として
いただけないでしょうか。

原案のとおりとします。

101 その他

常総公園・ヤクルト2軍球場
において行われるイベントの
内、現在分かる範囲で整備工
事期間中に工事の制約が予想
されるイベント等ありました
らご教示願います。

市では把握していません。

102 その他

常総公園等敷地外に工事用車
両（通勤者含む）や仮設資材
置き場等に貸与いただける敷
地はご検討いただけますで
しょうか。

想定していません。

103 その他
什器備品リ
スト

様式12-9什器リストは別紙提
案の審査項目にありません
が、評価対象外でしょうか。

様式12-9は、必要に応じて審
査項目「３　設計業務、施工
業務、工事監理業務に関する
事項」にて取り扱います。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

1 2

屋内遊具施設を含む必須施設
の提案において、要求水準書
に示された「インクルーシブ
対応や安全性の確保を前提と
したうえで、子どもにとって
の体験価値や楽しさの質に関
する創意工夫（空間構成や遊
びの多様性等）」は、技術審
査においてどのように評価さ
れる想定でしょうか。
ご教示ください。

優先交渉権者選定基準「別紙
提案内容の審査項目」の各内
容に基づき審査を行います。

2 4 第1 5 （1） ウ
市が行う各
種申請に係
る支援業務

具体的にはどのような支援業
務を想定されているかご教示
願います。

現時点で具体的な申請内容は
ありません。計画や年度によ
り補助金申請等が発生するこ
とが想定されます。

3 6 第1 7 （2） 付帯事業

ネーミングライツについて
は、「・・市が支払うサービ
ス対価の低減に資するように
すること」となっています
が、5年後の開園を想定した
ネーミングライツパートナー
を募ること、ネーミングライ
ツの対価を確定させることは
簡単ではないと思います。そ
の意味において、サービス対
価の減を実現するという公募
条件とされた趣旨につきご教
示ください。

事業者へのインセンティブと
して、ネーミングライツ料は
事業者に帰属するものとして
います。ただ、市がネーミン
グライツを導入する目的は要
求水準書のとおり、新たな財
源の確保、持続可能な施設等
の運営、施設等の魅力や知名
度を高めることにより地域の
活性化を図ることです。その
ため、ネーミングライツ料の
一部でも本事業に還元してい
ただきたいと考えて「市が支
払うサービス対価の低減に資
するようにすること」という
記載をしています。なお、
サービス対価の低減の仕方に
ついては事業者の提案としま
す。

4 6 第1 7 （2）
ネーミング
ライツ

ネーミングライツの仕様決定
時期は何年何月予定でしょう
か。また、ネーミングライツ
設置に伴う費用は詳細不明に
つき別途として金額を見込ま
ないとして宜しいでしょう
か。

ネーミングライツに関する規
定については、要求水準書
P.69～70をご確認ください。
ネーミングライツの導入によ
り施設の看板や案内図等を設
置する場合、その費用はネー
ミングライツパートナーの負
担となります。そのため、本
事業の事業収支には見込まな
いでください。

5 6 第1 7 （2）
ネーミング
ライツ

ネーミングライツ料をサービ
ス対価の低減に充てる場合、
提案時に提案する収支計画
書、各費用内訳書にはどのよ
うに表現すればよろしいで
しょうか。

ネーミングライツ料を差し引
いた提案価格を様式9-1（提
案価格書）に記載する場合
は、様式9-2（提案価格内訳
書）及び様式10-2（別紙6）
（長期収支計画表）を修正し
ますので、そちらを用いてく
ださい。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

6 6 第1 8 （1）
統括管理業
務期間

エリアマネジメント業務の始
期は開園日からとするとのこ
とですが、業務期間は開園日
から事業期間終了日までとい
う理解でよろしいでしょう
か。
※要求水準書P40 第4 2 (2)
イに「開園日から3年間を準
備期間とする」、募集要項
P41 別紙3 2 (1)に「サービ
ス対価Aのうち、エリアマネ
ジメント業務に係る費用につ
いては、開園日から3 年間と
する」との記載があることか
ら念のため確認しておりま
す。

よろしいです。
エリアマネジメント業務の期
間は事業期間終了日までにな
ります。ただし、開園日から
3年間の準備期間終了以降の
業務及び費用については、市
と協議により決定するもので
す。

7 6 第1 8 （2）
設計・建設
期間

令和9（2027）年1月から令和
14（2032）年3月迄とした根
拠をご教示願います。

設計、施工及び開園準備期間
として十分な期間を見込んで
設定しています。

8 6 第1 ８ （2）
設計・建設
期間

「※準備工事や各種調査の着
手に当たっては、事前に市に
確認すること。」とあります
が、具体的に確認手順・方法
をご教示願います。

工事着手日等が指定されてい
るものではありません。準備
工事や各種調査を行う前に、
事前に市に業務計画書や業務
着手に必要な書類等を提示す
るとともに、定例会等の場に
おいて確認してください。

9 6 第1 ８ （2）
設計・建設
期間

「※設計・施工期間について
は・・・・・前倒しで開園す
ることも可能である。」とあ
りますが、市民の利用が早期
になるので前倒し開園は評価
につながるとの理解で宜しい
でしょうか。

前倒しすることが評価される
ものではありません。市民
サービスや、適正工期、工期
短縮の工夫などを総合的に判
断し評価します。具体的に
は、優先交渉権者選定基準を
ご確認ください。

10
6
7

第1
第1

8
8

(2)
(4)

設計・建設
期間
開園準備期
間

開園準備期間は開園前日まで
となっていますが、設計・施
工期間を前倒しで完了する提
案を行い、前倒しした部分を
開園準備期間に充当すること
は可能かご教示願います。

可能です。
また、設計・施工期間の短縮
により、開園日の前倒しも可
能です。

11 6 第1 8 (3)
維持管理・
運営期間

工程の前倒しが可とあります
が、市として想定する優先開
園範囲や引渡しの区切りにつ
いてご希望等はございますで
しょうか。

優先開園や部分開園の想定は
ありません。安全性や市民
サービスが確保されているこ
とを希望します。

12 6 第1 8 (3)
維持管理・
運営期間

「※事業者の提案によ
り・・・・・・事業期間の終
了もそれに応じて変更す
る。」とありますが、運営維
持管理期間の延長・短縮の提
案はできないとの理解で宜し
いでしょうか。

ご理解のとおりです。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

13 6 第1 8 (3)
維持管理・
運営期間

維持管理・運営期間の始期は
本施設の引渡日とのことです
が、調整池（別途工事で整備
する躯体・雨水排水設備）
（2027年1月に完成予定）の
維持管理・運営業務の始期は
本施設の引渡日ではなく、事
業開始時でしょうか。事業開
始時である場合、本工事で整
備する調整池の周辺環境の維
持管理・運営業務の始期は、
本施設の引渡日になりますで
しょうか。

市が別途工事において整備す
る調整池の完成予定時期は
2027年1月から2027年8月に変
更します。よって、調整池の
維持管理・運営業務の始期は
「2027年9月」としてくださ
い。
ただし、本工事で整備する範
囲の始期は、本施設の引渡日
になります。
併せて、様式10-2（別紙
3）、10-2（別紙5）、14-3、
15-7を修正します。

14 6 第1 8 (3)
維持管理・
運営期間

維持管理・運営期間の始期は
本施設の引渡日とのことです
が、募集要項P42 別紙3 2
(5)(6)では、維持管理・運営
業務に係るサービス対価の支
払い始期は「事業開始」と
なっています。当該記載の趣
旨につきご教示願います。

市が別途工事において整備す
る調整池の完成予定時期は
2027年1月から2027年8月に変
更します。
調整池の完成予定時期の変更
に伴い、維持管理・運営業務
に係るサービス対価の支払い
始期も「2027年9月」に変更
となります。
併せて、様式10-2（別紙
3）、10-2（別紙5）、14-3、
15-7を修正します。

15 7 第1 10
契約構成と
優先順位

契約書類および優先順位に基
本協定書等記載がないものが
あります。優先順位をご教示
願います。

基本協定書は①事業契約に含
みます。

16 7 第1 11 （1）
適正な引継
ぎ準備

消耗部品とは具体的に何を指
しておりますか。ご教示願い
ます。

通常予見できる範囲で約1年
間に交換が必要とされる部品
（例：フィルターなど）を想
定しています。

17 7 第1 11 （1）
適正な引継
ぎ準備

「付帯事業に基づく提案施設
は…原則として原状回復…」
と記載ありますが、「原則」
と記載しているのは貴市との
協議の上、残地もしくは貴市
による時価買取等を行う可能
性があるという認識でよろし
いでしょうか。

事業期間終了時に、所有権を
市に無償譲渡するなど、市と
協議が整った場合には原状回
復を行わない可能性がありま
す。

18 7 第1 11 （1）
適正な引継
ぎ準備

付帯事業に基づく提案施設は
事業期間終了時に原則原状回
復すること、とのことです
が、事業期間終了時に提案施
設の撤去を完了しておく必要
があるという理解でよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。
事業期間内に原状回復までを
完了してください。
併せて、要求水準書に関する
質問への回答No.17もご確認
ください。

19 7 第1 11 （1）
適正な引継
ぎ準備

「事業期間終了後1年間は消
耗部品の取替えだけを行うこ
とで維持管理可能な状態を言
う。」と記載がございます
が、消耗部品を具体的にご教
示願います。

通常予見できる範囲で約1年
間に交換が必要とされる部品
（例：フィルターなど）を想
定しています。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

20
7
68

第1
第4

11
7

(1)
(1)

　 　

「提案施設」は原則として事
業期間終了時の原状回復が求
められていますが、事業期間
終了時に市が公共施設（或い
はBTO事業施設）として継続
利用を希望し、所有権を市に
無償譲渡する場合、原状回復
義務は免除されると考えてよ
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

21 8 第1 12 保険

「事業者は、事業期間中、自
らの負担により事業契約に定
める建設工事保険や第三者賠
償責任保険等に加入するこ
と」とありますが、募集要項
P41 別紙3 1に記載の通り、
保険料については、サービス
対価B-2、D-1、Eに含めて提
案をするという理解でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

22 8 第1 12 保険

BTO方式による事業ですので
施設完成後は所有権は市に移
転されると解釈しています。
市として所有権移転後に加入
する保険についてご教示願い
ます。

公益社団法人全国市有物件災
害共済会の建物総合損害共済
への加入を予定しておりま
す。

23 8 第1 12 保険

保険加入の条件として履行ボ
ンドやＧＣＬ特約、地盤崩壊
特約などを見込む必要はあり
ますか、ご教示願います。

事業者の提案とします。

24 9 第2 1 （1） 敷地概要

本計画は都市計画法53条の許
可申請は不要であり、許可基
準による構造、規模の制限
(階数2以下、木造、S造等)は
受けないという認識でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。ただ
し、建築基準法やその他法規
制や条例等による制限等は遵
守する必要があります。

25 9 第2 1 （1） 道路

4つの市道及び外周の農道は
現況のままであり、改築整備
は一切しないという認識でい
いか？整備する場合整備計画
を教えてもらいたい。また新
たな市道整備を想定している
場合、その計画を教えてもら
いたい。

現時点では、市道2972号線を
令和12年に幅員10ｍに拡幅す
る予定です。その他、区画整
理事業により拡幅等が予定さ
れておりますが、詳細は未定
です。

26 9 第2 1 （1） 堤防

西側敷地境界である国交省管
理の堤防敷（河川区域）を含
めた活用、計画も提案可能
か？国交省との協議経緯等が
あれば教えてもらい。

提案は可能ですが、堤防敷の
活用可否は事業者で判断して
ください。
市では国交省との協議経緯は
ありません。

27 10 第2 1 （2）
敷地配置計
画

未買収地が将来的には本事業
の対象地に含まれることが想
定されると有りますが、いつ
頃を想定されていますかご教
示願います。

時期は未定です。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

28 12 第2 2 （1）

防災施設内の防災備蓄品
(1,500人・1日分)は倉庫と合
わせて事業者側で用意が必要
でしょうか。

事業者側で用意は不要です。
防災備蓄品は市で用意しま
す。

29 12 第2 2 (3)
調整池の取
扱い

調整池は２０２７年１月完成
予定とありますが引渡し条件
と本事業工事の工事期間中な
どに工程上の制約等はありま
すか、ご教示願います。

調整池の完成予定時期を2027
年1月から2027年8月に変更し
ます。
また、市としては調整池の引
渡し条件や本事業の工事期間
中の制約はないと考えており
ます。
併せて、様式10-2（別紙
3）、10-2（別紙5）、14-3、
15-7を修正します。

30 12 第2 2 (3)
調整池の取
扱い

2027年1月完成予定の調整池
工事で発生する掘削発生土の
処分はどの様にお考えでしょ
うか。また掘削土量m3につい
てもご教示願います。

別途工事のおいて整備する調
整池の工事で発生する掘削発
生土は市で対応します。掘削
土量は現時点では未定です。

31 12 第2 2 (3)
調整池の取
扱い

調整地は、公園と一体となっ
て整備するため、躯体及び雨
水排水設備の配置変更の提案
は受け入れられるのか？
（例：東側への回遊動線が設
定しにくいため、数m西側に
配置変更するなど）

別途工事において整備する調
整池は事業開始時には設計が
完了している予定のため、配
置変更等の提案を反映するこ
とは難しいです。

32 12 第2 2 (3)
調整池の取
扱い

調整池掘削（プレロード後）
の土は、公園内に残置し、活
用可能でしょうか？またプレ
ロードの土同様、国交省利根
川河川区域からの客土は可能
なのか？

別途工事において整備する調
整池の工事で発生する掘削発
生土は市で対応します。
利根川河川区域からの客土は
難しいと考えます。

33 13 第2 3
関係法令・
基準等

公告日以降の関係法令・基準
等の変更による対応リスクは
共通して市で負担としていた
だきたくお願い致します。

契約日以降の本事業に直接関
係する法令等の変更等は市が
負担します。公告日から契約
日までの変更は事業者負担と
なります。

34 13 第3
本事業の要
求水準

未買収地は本事業の対象とし
て提案することとなっていま
すが、一方で、「将来的に本
事業敷地に含まれることを想
定して検討すること」との記
載もございます。二通りの提
案を行うということのご要請
と理解しますが、いかがで
しょうか。

二通りの提案を求めるもので
はありません。将来的に本事
業敷地に含まれることを想定
して、未買収地の活用方法も
考慮した検討を行ってくださ
い。

35 15 第3 1 （1） 重点事項

「インクルーシブ遊具」の選
定において、市が独自に定め
ているガイドラインや数値目
標、あるいは必須となる認証
制度はあるか。

提案に対する必須条件ではあ
りませんが、「守谷市インク
ルーシブな公園広場整備のた
めのガイドライン」等を参照
してください。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

36 15 第3 1 （1） ・4個目 重点事項

新モビリティサービス事業者
が行う設計や要件整理に対す
る市への協力は、業務期間中
にどの程度の頻度で行われ、
何回程度の打合せや協議を想
定しているかご教示くださ
い。

詳細は新モビリティサービス
事業者決定後の調整になりま
す。

37 15 第3 1 （1） ・5個目 重点事項

避難場所として必要な基準と
なるもの等があればご教示く
ださい。

広域避難場所として、屋外に
1ha以上の平坦な場所（広場
等）が必要です。なお、1ha
は一体のエリアではなく、避
難場所として使用できるエリ
アの合算面積を可とします。

38 15 第3 1 （2） ・2個目 環境性能

ZEB　Ready基準への適合を検
討することが要求水準であ
り、ZEB Readyの取得は絶対
条件ではないという認識でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

39 15 第3 1 （2） 環境性能

「ZEB Ready基準への適合を
検討すること」と記載ありま
すが、各施設をZEB Readyに
適合させることが必須条件で
はないという認識でよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

40 15 第3 1 （2） 環境性能

「ZEB Ready」基準への適合
を検討すること、との記載が
ございますが、これは検討を
求めているに留まり、提案の
要件ではないとの理解でよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

41 16 第3 2 （1）
配置・動線
計画につい
て

双方の円滑な動線確保を提案
するには、ヤクルト球場側と
の動線接続の設計が必要です
が、ヤクルト2軍球場側の計
画図がないと設計できない。
設計図の提供は可能でしょう
か？

ヤクルト球団の公表資料をご
確認ください。また、ヤクル
ト球団に対する質問の機会を
ご活用ください。

42 16 第3 2 （1） イ

配置動線計
画について
駐輪場・外
構等

設計時期によっては大きな影
響が出る為、新モビリティ
サービスやシャトルバスの運
行の決定時期をご教示くださ
い。

現時点では未定です。

43 16 第3 2 （1） イ
駐車場・外
構等

「新モビリティサービスや大
型バス、シャトルバスの運行
にも配慮した計画とするこ
と」とありますが、新モビリ
ティサービス事業者や貴市と
の協議の結果、本公園の設計
変更等により費用が増加した
場合には、（本事業の事業者
に帰責性がない増額である
為、）当該の費用について貴
市にてご負担をいただけると
いう理解でよろしいでしょう
か。

新モビリティサービスや大型
バス、シャトルバスの運行に
も配慮した提案（計画）内容
に対して、事業者の責に帰す
べき事由がなければ、設計変
更に伴う費用は市で負担しま
す。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

44 16 第3 2 （1） ウ

配置動線計
画について
ランニング
コース

「ヤクルト球団2軍施設のラ
ンニングコースとも連携でき
るように計画する」とありま
すが、ランニングコースが分
かる図面(ＣＡＤデータ)をご
提供いただけますでしょう
か。

ヤクルト球団の公表資料をご
確認ください。（ランニング
コースの想定：公表資料イ
メージ図の駐車場に沿った青
ライン）また、ヤクルト球団
に対する質問の機会をご活用
ください。

45 16 第3 2 （1） ウ

配置動線計
画について
ランニング
コース

ヤクルト球団のランニング
コースは公園利用者も自由に
入れるという認識でよろしい
でしょうか。

ご認識のとおりです。ただ
し、試合開催日等には入場・
利用等に制限が発生します。

46 16 第3 2 （1） ウ
ランニング
コース

「ヤクルト球団2軍施設のラ
ンニングコースとも連携でき
るように計画すること」とあ
りますが、ヤクルト球団2軍
施設のランニングコースの位
置をお示しください。

ヤクルト球団の公表資料をご
確認ください。（ランニング
コースの想定：公表資料イ
メージ図の駐車場に沿った青
ライン）また、ヤクルト球団
に対する質問の機会をご活用
ください。

47 17 第3 2 （1）
駐車場・駐
輪場

駐車場台数の設定・配置にお
いて、ヤクルト2軍球場側の
駐車需要と供給台数の把握が
必要であるが、観客席数（施
設概要）、駐車場確保台数に
ついて教えてください。

提案においては、ヤクルト2
軍球場の観客席数約3,000
席、駐車台数約300台を想定
してください。

48 17 第3 2 （2） ア 駐車場

・待合室は屋根、壁がある仕
様でしょうか。あるいは事業
者の提案でしょうか。
・また待合室を別棟とした
際、提案施設の整備に該当し
ますでしょうか。

待合室には屋根の設置が必要
です。壁等は事業者の提案に
よります。
要求水準で求める待合室は付
帯事業における提案施設には
該当しません。

49 17 第3 2 （2） ア 駐車場

EV急速充電器を2台程度設置
とのことですが、EV車の稼働
率を踏まえ、設置台数を2台
未満、または2台以上として
もよろしいでしょうか。ま
た、急速充電器の設置台数を
2台程度とは、同時にEV車を2
台充電可能なシステムとの認
識でよろしいでしょうか。

前段については、よろしいで
す。
後段については、ご理解のと
おりです。

50 17 第3 2 （2） イ 駐輪場

ラック付きであれば屋根は無
くても良いという認識でよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

51 18 第3 2 （3） ア
外構緑化計
画

敷地西側既存の土手との敷地
境界についても囲障を設置す
ることは必須でしょうか。

必須ではありません。
防犯性や安全性等が確保され
ていれば囲障を設けないこと
も可とします。

52 18 第3 2 （4）
防災安全計
画

災害時に1,500人を一日以上
滞在させる際に、具体的に何
の設備を稼働させる必要があ
りますか。照明のみでよい
か、冷暖房換気設備も必要か
等、明確にご提示いただけま
すでしょうか。

避難場所には屋外照明が必要
です。避難場所に関しては、
要求水準書に関する質問への
回答No.37をご確認くださ
い。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

53 19 第3 2 （4）
防災安全計
画

ヘリポートを計画することと
有りますが、位置、仕様、条
件等はございますか、ご教示
願います。

市で指定する位置、仕様、条
件等はありません。提案内容
及び法令等に基づき計画して
ください。

54 19 第3 2 （4）
防災安全計
画

「災害時に転用できるかま
ど・防災ベンチや防災パーゴ
ラ、マンホールトイレ等の防
災設備」の配置（手配）は事
業者側で行うとの理解でよろ
しいでしょうか。ご記載の防
災グッズの調達は補助金の関
係もあり自治体側で行うとい
う事例もございましたので、
念のため確認させて下さい。

事業者側で配置（手配）しま
す。

55 19 第3 2 （4）
防災安全計
画

「EV急速充電器及びEV車は災
害時に携帯電話等への充電に
も利用できように計画するこ
と。」との記載がございま
す。EV急速充電器はサービス
対価Bの対象となるとのご回
答を既に頂いておりますが、
EV車も同様にサービス対価B
の対象となるかどうか、確認
させて下さい。

EV車自体の計画を求めている
ものではないため、EV車は
サービス対価Bの対象にはな
りません。
EV車を利用して携帯電話等へ
の充電が可能な環境整備を求
めています。

56 19 第3 2 （4）
防災安全計
画

『EV急速充電器及びEV車は災
害時に携帯電話等への充電に
も利用できるよう計画するこ
と』と記載されていますが、
EV急速充電器設備と、災害時
に携帯電話等への充電に利用
可能な設備は、別設備として
もよろしいでしょうか。

別設備でご用意いただくこと
も可能です。

57 19 第3 2 （4）
防災安全計
画

災害発生時に、守谷市役所に
設置されているEV車は優先的
に公園に配車される計画で
しょうか。または他からEV車
が公園に配車される計画で
しょうか。

配車の予定はありません。

58 19 第3 2 （4）
防災安全計
画

EV車は、公園内に常に設置さ
れている想定でしょうか。ま
た、EV車を購入するのは市の
実施範囲とし、市の責任にて
購入したEV車を公園に設置す
る計画でしょうか。

EV車を本公園に設置する計画
はありません。災害時にEV車
から携帯電話等への充電を行
える環境整備を求めていま
す。

59 19 第3 2 （5）
防犯・安全
計画

「防犯のために監視カメラ等
を敷地及び施設の適切な位置
に設置すること。利用者等の
プライバシーに配慮した位置
に設置し」　とありますが、
市で想定している詳細につい
てご教示願います。

事業者の提案によるものと考
えています。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

60 20 第3 3 （1） 共通事項

要求水準書P54（５）にて記
載があるように、備品等の調
達及び設置業務は開業準備業
務に含まれ、費用としては
サービス対価Cにて提案する
との理解で宜しいでしょう
か。
備品にも資材の物価上昇等が
ありますが、募集要項P46の
サービス対価Cの指標（人件
費・水光熱費・その他）が備
品の調達業務における物価上
昇とマッチしないため、サー
ビス対価Bの指標を参考に設
定頂けますでしょうか。

前段については、ご理解のと
おりです。
後段については、指標値の提
案については、優先交渉権者
選定後から仮契約締結までに
妥当性や合理性を市と協議し
た上で、事業契約に定めるも
のとします。

61 20 第3 3 （2） ア
アリーナ共
通

「競技以外にも式典やさまざ
まなイベント等が開催できる
ような設備等の配置に配慮す
ること」との記載があります
が、市で想定している式典や
イベントの内容、併せて市と
して想定されている参加人数
につきましても、ご教示願い
ます。

具体的に想定しているものは
ありません。

62 20 第3 3 （2） ア
備品につい
て

「競技備品やその他備品」と
の記載がありますが、応募者
間で調達備品の認識を揃える
ために参考備品リストをお示
しください。（認識が揃わな
いと提案する事業費も影響す
ると思っております。）

提案内容（本施設）に対して
支障なく運営が可能な競技備
品やその他備品をご用意くだ
さい。

63 20 第3 3 （2） ア
アリーナ共
通

さまざまなイベント等とあり
ますが、どのようなものが想
定されますか。また、映像･
音響設備など必要な設備があ
ればご提示いただけますで
しょうか。

市として映像・音響設備など
の必要設備はありません。提
案によるものと考えます。

64 20 第3 3 （2） イ
メインア
リーナ

バスケットゴールは壁面・セ
ンターコート共に天井吊り下
げ式を提案としても良いで
しょうか。

壁面固定式ではなく、天井吊
り下げ式でも構いません。

65 20 第3 3 （2） ウ
ランニング
コース

ヤクルト球団施設とのコース
接続部において、日常的な清
掃や路面補修の「管理境界」
は、物理的な敷地境界線で分
けるという理解でよいか。

ご理解のとおりです。

66 20 第3 2 （8）
工事中の
ローリング
計画

部分開園を行う場合、開園エ
リアは貴市に部分引渡しを行
うのでしょうか。部分引渡し
を行う場合は、開園エリアに
係るサービス対価B-1、B-2の
支払方法についてもご教示く
ださい。

部分開園の想定はありませ
ん。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

67 21 第3 3 （2） イ
メインア
リーナ

・倉庫や選手控室等のバック
ヤードからの利便性を考慮し
た計画とすることとあります
が、選手控室の有無は事業者
の提案でよろしいでしょう
か。
・また選手控室は多目的利用
の室と考えてよろしいでしょ
うか。

前段については、ご理解のと
おりです。
後段については、大会開催時
以外の使用方法は提案により
ます。

68 21 第3 3 （2） ウ 観客席

「車いす利用者が利用できる
環境を整備すること」とあり
ますが、市で想定している車
いす利用者の台数についてご
教示願います。

観客席数に応じて事業者にて
計画してください。

69 21 第3 3 （2） ウ 観客席

「観客が滞留できる観客席ス
ペース」とは具体的に何人程
度の席を想定しているのかご
教示願います。

具体的な人数の想定はありま
せん。
提案施設において想定される
大会や競技内容に基づき観客
席スペースを計画してくださ
い。

70 21 第3 3 （2） ウ 観客席

「キャットウォークを設ける
場合は・・・・十分な幅と強
度を確保すること。」とある
が、点検用キャットウォーク
のみを提案する場合、「点検
に必要な十分な幅と強度」と
の認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

71 21 第3 3 （2） エ
更衣室・
シャワー室

「更衣室・シャワー室を男女
別に設置する」との記載に関
し、市で想定されている更衣
室ロッカーの収容人数、なら
びに車いす利用者の想定人数
についてご教示願います。

具体的な人数の想定はありま
せん。
提案施設において想定される
利用者数に基づき計画してく
ださい。

72 21 第3 3 （3） ウ

屋内遊具施設について、要求
水準書に示された必要機能・
性能を満たすことを前提に、
空間構成（ゾーニング）、遊
具構成、動線計画等に関する
具体的な設計提案の自由度
は、どの程度確保されている
と理解すべきでしょうか。
市として想定されている考え
方があればご教示ください。

要求水準を満たした設計提案
を行ってください。

73 22 第3 3 （4） ア
パークセン
ター

市の想定する「市で必要なス
ペース」はあるのかお教え願
います（備品含む）。また、
ある場合どの程度確保すれば
よいのかご教示願います。

要求水準以外に市で必要なス
ペースはありません。

74 22 第3 3 （4） ウ 倉庫

市として確保が必要と考える
倉庫は想定していますかか。
ある場合は備品も含めてご教
示願います。

市として確保する倉庫はあり
ません。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

75 22 第3 3 （4） イ 多目的室等

多目的室の室数は事業者の提
案でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

76 23 第3 3 （5） 屋外競技場

「日常利用時の夜間利用者を
想定し、100lx～200lx程度の
夜間照明を設置すること」と
の記載がありますが、夜間利
用時間に関して、運用上また
は計画上、21時以降の利用を
認める余地があるかご教示願
います。

運用上または計画上、必要性
があると判断した場合には、
21時以降の利用に関する協議
を行います。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

77 23 第3 3 （6） 防災施設

防災備蓄倉庫はいわゆるコン
テナ等の倉庫でもよいでしょ
うかご教示願います。

要求水準を満たしていること
を前提にコンテナ等でも可と
します。

78 23 第3 3 （7） イ 多目的広場

「キッチンカーの誘致等が行
えるスペース、設備等を計画
すること」とありますが、こ
れらの初期投資コストはサー
ビス対価Bの対象となるとい
う理解でよろしいでしょう
か。その上でこれはキッチン
カー誘致という自主事業、と
なるということでしょうか。
それともこれらスペースと設
備等の整備は付帯事業として
行うことを想定されているの
でしょうか。（付帯事業と位
置付けると、事業化は簡単で
はないとの認識を前提とする
質問です。）

前段については、ご理解のと
おりです。
後段については、キッチン
カーの誘致等のためのスペー
ス、設備等の整備はサービス
対価Bの対象であり、本施設
の一部に該当するため、付帯
事業ではありません。

79 24 第3 4 （1） イ 同線計画

市の想定している大会・イベ
ント等があればお教え願いま
す。また、常総公園・ヤクル
ト2軍球場についても同様に
ご教示願います。

市の想定する大会・イベント
はありません。

80 24 第3 4 （2） ア 外装計画

外装仕上材は防汚染性の高い
表面保護処理を行うこととあ
りますが、材料自体が防汚染
仕様であれば表面保護処理は
不要と考えてよろしいでしょ
うか。

防汚性の高い表面保護処理と
同等の防汚性能を満たす材料
を採用する場合は不要です。

81 24 第3 4 （3） サイン計画

多言語対応とあるが、市で想
定する多言語を具体的にご教
示願います。

最低限として日本語・英語・
中国語対応としてください。
その他に具体的な言語の指定
はありません。

82 25 第3 4 （4）
セキュリ
ティ計画

「開園時間内外とも
に・・・・対策を講じるこ
と」とあるが、入園時点でセ
キュリティをかけることは公
園の性質上・コスト面を含め
ハードルが高いと考えます。
市のお考えになるセキュリ
ティレベルを具体的にご教示
願います。

入園ゲートや境界フェンス等
のハード的なセキュリティを
必須とするものではありませ
ん。巡回警備や防犯カメラの
設置などにより、総合的な進
入防止・抑止対策を整備して
ください。

83 25 第3 4 （4）
セキュリ
ティ計画

機械警備会社との契約は事業
者側で行うと考えて宜しいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

84 25 第3 4 （5） イ
バリアフ
リートイレ

「こども用便座カバー」とは
子供用補助便座を指し、子供
用補助便座に貼る（かぶせ
る）冷たさや硬さを軽減し、
安心感を与える貼るタイプの
カバーを指すものではないと
の解釈で宜しいでしょうか。

「こども用便座カバー」とは
子供用補助便座を想定してい
ます。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

85 25 第3 4 （5） ウ 屋外トイレ

施設配置計画により屋内トイ
レが分散している提案の場
合、3箇所の屋外トイレは設
置しなくてもよいか、ご教示
願います。

屋外トイレ3棟は付帯施設に
該当し、必須施設になりま
す。

86 26 第3 3 （2） ア
アリーナ共
通

アリーナの床仕上げ材につい
て、長尺塩ビシート以外に、
多目的利用や維持管理性を考
慮した「木製フローリング」
等への代替提案は可能か。

可能です。

87 27 第3 5 （2） ・2個目 一般事項

「公共建築工事標準仕様書
(最新版)」について、設計完
了から事業期間中に最新版が
出た場合、設計時点の年度の
仕様書を準用すると考えてよ
ろしいでしょうか。また更新
する場合の費用負担は認めら
れますか。

前段については、ご理解のと
おりです。
後段については、契約に基づ
き負担割合を決定します。

88 28 第3 5 （4） カ 積載荷重

太陽光パネルの設置場所につ
いて、屋内運動場、屋内遊具
施設の屋根に設置する想定で
しょうか。

設置場所は提案によります。

89 29 第3 5 （8） ア 地盤調査

現在実施ているプレロード工
事は、液状化を防ぐ仕様に
なっていないと考えてよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

90 29 第3 6 （1） 一般事項

要求される環境性能につい
て、CASBEE等、求められる基
準はありますでしょうか。

ZEB Ready基準への適合の検
討を求めています。

91 30 第3 6 （3） ・1個目
非常用発電
設備

パークセンターの最小限の機
能を2日間継続稼働させると
ありますが、最小限の機能の
範囲を具体的にご提示いただ
けますでしょうか。

10人程度が使える事務機能及
び空調設備を含む執務環境と
解釈してください。

92 30 第3 6 （3） ・2個目
非常用発電
設備

重要負荷とありますが、具体
的に何を示すかご提示いただ
けますでしょうか。

BCP計画に関与する負荷と解
釈してください。

93 30 第3 6 （4） ・1個目
太陽光発電
設備

太陽光発電設備の容量は、災
害時にパークセンターの一部
の諸室のコンセントを携帯電
話の充電等に利用できる程度
でよろしいでしょうか。

ブラックアウト時は、ご理解
のとおりです。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

94 30 第3 6 （4）
太陽光発電
設備

「売電（エリアマネジメント
業務の一環や本事業に資する
ものは除く）を目的として発
電事業等は行わないこと」と
ありますが、この括弧書きの
内容の具体的例としてどんな
ものを想定されているので
しょうか。要求水準に沿った
ご提案を差し上げたいという
趣旨のご質面です。

エリアマネジメント業務の一
環として、周辺エリアで使用
する目的のための売電や、自
走できるエリアマネジメント
の仕組みに資するものを想定
しています。

95 32 第3 6 （8）
競技用照明
設備

『競技コート面照度は、均一
性を損なうことなく100lx以
上の水平面照度を確保するこ
と』と記載されています。均
斉度については、記載されて
いる水平面照度を基準とし
て、JIS 9127の運動競技区分
を参照することとの認識でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

96 32 第3 4 （9）
テレビ共同
受信設備

アンテナによる受信方式をし
ているが、インターネット環
境を提案した場合でもアンテ
ナは必要か、ご教示願いま
す。

インターネット環境の提案に
よりテレビ視聴が出来る場合
は可とします。

97 32 第3 4 （9）
テレビ共同
受信設備

ＮＨＫの受信料は事業者の負
担となるのか。また、災害時
等において事業継続が困難な
場合等を含め、すべて事業者
負担となるのか、ご教示願い
ます。

前段については、ご理解のと
おりです。
後段については、不可抗力に
よる場合、契約に基づき負担
割合を決定します。

98 32 第3 4 （9）
テレビ共同
受信設備

「将来対応等による追加ケー
ブルを見据え、各棟に引込管
路を適宜見込む」とあるが、
屋外トイレ・防災備蓄倉庫を
含むのか。また、適宜を決め
る基準について、ご教示願い
ます。

屋外トイレ・防災備蓄倉庫は
対象外です。
適宜とは、ご提案される際に
適正なサイズ、本数等を示し
ていると解釈してください。

99 33 第3 4 （16） 音響設備

市の想定している「各競技の
大会」以外の利用用途があれ
ばご教示願います。

市の想定はありません。

100 35 第3 7 （2） イ
②室内環境
条件

相対湿度の条件が示されてい
ますが、建築物衛生法に該当
しない場合は、湿度について
の基準をなくすことは可能で
しょうか。

可とします。

101 36 第3 7 （3） ク
都市ガス設
備

調整池付近に設置されるガバ
ナーは市発注の工事でしょう
か。設置場所の想定はありま
すでしょうか。ある場合は、
今後計画に応じて変更は可能
でしょうか。

前段については、ご理解のと
おりです。
後段については、設置場所は
調整池付近であり、市道2972
号線に隣接した箇所となりま
す。設置場所の変更は協議に
よります。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

102 37 第3 7 （3） ア

給排水衛生
設備
基本方針
・5個目

ライフラインが途絶した場合
においても必要となる給水･
排水設備の機能を確保とあり
ますが、どの程度確保する必
要がありますか。

要求水準書に関する質問への
回答No.91をご確認くださ
い。

103 39 第4 1 （3）
情報発信の
ための技術
支援

現在想定される「市が主宰す
る会議体や説明会」の頻度・
回数についてご教示願いま
す。

2回/年を想定してください。

104 40 第4 2 （1） 基本事項

統括管理業務責任者等、各
SPCの職員について、本施設
内への常駐配置までは求めな
い認識でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

105 40 第4 2 （2） ア
プロジェク
トマネジメ
ント業務

統括管理業務責任者は総合行
程表を基に、設計者が作成す
る全体設計工程表や・・等の
検証及び統括・取りまとめを
行う」とありますが、この業
務は設計業務（P45）及び施
工業務（P49）の項にも記載
がございます。各業務に記載
があることの趣旨をご教示く
ださい。

設計業務（P45）及び施工業
務（P49）に記載されている
業務は設計者、施工者が作成
するものです。統括管理者の
検証及び統括・取りまとめと
は異なる業務になります。

106 40 第4 2 （2） イ
エリアマネ
ジメント業
務

エリアマネジメント業務の期
間ですが、業務期間は開園か
ら3年間であると認識してお
ります一方、当該期間を「準
備期間」とするとの記載もご
ざいます。また当該期間後は
協議を経て更新の可能性も言
及されています。準備期間と
業務期間の違いを含めて、ど
のように捉えたら良いか、ご
教示ください。

エリアマネジメント業務の期
間は事業期間終了日までにな
ります。ただし、開園日から
3年間の準備期間終了以降の
業務及び費用については、市
と協議により決定するもので
す。

107 40 第4 2 （2） 　イ

4年目以降のエリアマネジメ
ント業務が「協議により決
定」となっていますが、協議
が整わない場合、当該業務は
統括管理業務から除外される
という解釈でしょうか。
或いは、3年間の準備期間終
了までに「自走」が困難と判
断された場合の市の支援継続
の可能性について教えてくだ
さい。

統括管理業務から除外するこ
とや、4年目以降の支援継続
の可能性も含めて、準備期間
の業務内容、周辺エリア等の
状況を踏まえて協議により決
定します。

108 41 第4 2 （3） ウ
エリアマネ
ジメント業
務

エリアマネジメント業務を行
なうにあたり、市の担当部局
はどちらになりますか。庁内
で横断的なチーム組成は可能
でしょうか。

市長公室企画課及び都市整備
部管理課が担当になります。
また、チーム組成は必要に応
じて検討します。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

109 41 第4 2 （3） ウ
エリアマネ
ジメント業
務

協議会等の参画主体への協議
参画依頼は市が担うことにな
るのでしょうか。

原則、参画依頼含めて事業者
が担うことになります。ただ
し、事業者から提案された出
席者に対し、必要に応じて市
から連絡をすることは可能で
す。

110 41 第4 2 （3） ウ
エリアマネ
ジメント業
務

公園の整備運営主体がエリマ
ネ業務を主体的に担うことで
エリア全体の恒久的なマネジ
メントの方向性を示せるか、
バランスを確保できるのか、
バランスの担保に市はどのよ
うに関与するか、ご教示くだ
さい。

ご質問のバランスの担保にど
のように関与できるかはわか
りかねますが、エリアマネジ
メント業務の目的達成に向け
て市との連携が必要と考えて
います。

111 42 第4 3 （1） イ コスト管理

提案時内訳書に記載された単
価等を準用し、提案時見積書
の総額を下回るようコスト管
理を実施すること、と記載あ
りますが提案時点で正確な数
量×単価を示すような内訳書
の提出は求められていない認
識ですが違いないでしょう
か。

ご理解のとおりです。
提案時は様式集等に基づき内
訳書を提出してください。
ただし、業務着手にあたって
は、発注者と協議のうえ、コ
スト管理に必要な内訳書の提
出をお願いします。

112 42 第4 3 （1） イ ①

賃金又は物価の変動などによ
り工事価格の増減が予測され
る場合は、提案時見積書の総
額を下回るコスト管理を行う
ための提案を行い、市と協議
することと。とありますが、
その一方、事業契約書（案）
第68条　市はサービス対価に
ついて、別紙5に定めるとこ
ろにより物価変動その他の事
由に基づく金額の改訂を行
う。とあります。また、募集
要項3サービス対価の改訂(2)
サービス対価B-1及びB-2　ア
物価変動による改定として記
載があります。
物価変動については募集要項
の定めによって処理できると
いうことでよろしいでしょう
か。

要求水準では、物価上昇も踏
まえて総額を下回るようコス
ト管理を行うことを求めてい
ます。そのうえで、物価変動
については募集要項、契約書
等に基づき対応いたします。

113

43

別紙1
3

第4 3 （1） イ ②

性能発注であり、官積算、単
価調書、見積は不要と考えら
れるため積算単価調書、見積
書を不要として頂くことは可
能でしょうか。

官積算までを求めるものでは
ありません。ただし、実施設
計終了時に提出いただく内訳
書は施工期間中のコスト管理
に必要になりますので、算出
根拠等の提出を求めるもので
す。

114 43 第4 3 （1） イ ②

見積作成用図面を基に「市の
指定する方法による見積書を
作成」とありますが、当該
「指定する方法」について、
具体的にご教示願います。

具体的な「指定する方法」は
ありません。
見積内容に基づき協議のうえ
決定するものとします。な
お、基本的には公共工事標準
単価積算基準等に準じて、内
訳明細書による単価・数量根
拠の明示が必要になります。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

115 43 第4 3 （1） イ ③

施工期間中のコスト管理の記
載がありますが、サービス対
価の改定は募集要項３サービ
ス対価の改定の定めによって
処理できるということでよろ
しいでしょうか。

要求水準では、物価上昇も踏
まえて総額を下回るようコス
ト管理を行うことを求めてい
ます。そのうえで、物価変動
による改定は募集要項、契約
書等に基づき対応いたしま
す。

116 43 第4 3 （1） オ
技術提案の
確認

技術提案実施計画書の内容・
趣旨をお示しください。

要求水準同様に、各段階にお
いて技術提案内容を満たした
計画になっているか、それが
反映できているかを確認する
ことを目的としており、その
ための確認方法（チェックリ
スト等）を想定しています。

117 44 第4 3 （1） カ

市・利用
者・周辺エ
リアへの対
応等

「着工に先立ち、近隣住民や
周辺エリア施設等との調整及
び建築準備調査等を十分に行
い、」　とありますが、対象
となる住民の範囲をご教示願
います。
また、建築準備調査の具体的
な内容についても併せてご教
示願います。

市で指定する住民の範囲はあ
りません。事業者として必要
と考える範囲を設定してくだ
さい。
建築準備調査とは、事業者が
必要と判断する調査になりま
す。（例、電波障害、地質調
査、家屋調査等）

118 44 第4 3 （1） ク

事業者が必
要に応じて
実施する各
種調査

こちらに記載の各調査（電波
障害、近隣対策、警察協議、
地質調査、施工前・施工後家
屋調査、事前敷地測量、地中
障害物調査、アスベスト調査
等）は貴市で実施していない
認識でよろしいでしょうか。

参考資料として提供している
もの以外に市で実施している
調査はありません。

119 44 第4 3 （1） ケ
電気事業法
に関する内
容

「電気事業法に基づき電気主
任技術者を選任し、・・総括
して遂行すること。」とあり
ますが、竣工・引き渡し後、
建物所有者が貴市である事か
ら、貴市で選任頂き総括して
遂行のご検討頂きたく存じま
す。

電気主任技術者の選任に関し
ては、みなし設置者として事
業者に選任いただくことを想
定しています。

120 44 第4 3 （2） イ
基本・実施
設計業務の
範囲

別途工事の種類・内容がどの
程度あるか想定があればお示
し下さい。

新モビリティサービス工事が
想定されます。

121 45 第4 3 （2） エ 設計業務

④設計業務　「基本設計業務
として、・・概算見積書を市
に提出し、承諾をうけるこ
と。」とありますが、概算金
額は施設（棟）毎の一式計上
として宜しいでしょうか、ご
教示願います。

棟ごとの一式計上は認められ
ません。

122 45 第4 3 （2） エ・⑤
見積書の作
成

基本設計及び実施設計後の見
積書は、公共積算ではなく、
施工者作成の見積書との認識
でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

123 45 第4 3 （2） エ
⑤設計後見
積書の作成

設計後見積書とはどのような
ものになりますか。

基本的には公共工事標準単価
積算基準等に準じて、内訳明
細書による単価・数量根拠の
明示が必要になります。

124 46 第4 3 （3） ア、ウ
工事監理業
務

重点監理方式する考えでよろ
しいでしょうか。

要求水準を満たすことを前提
に、事前に重点管理項目等を
発注者と調整のうえ、決定し
てください。

125 48 第4 3 （3） ウ
⑤工事監理
状況の報告

ここで言う「工事監理報告
書」は建築士法第20条第3項
に基づく書類と考えてよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

126 48 第4 3 （3） ウ

⑥各工事段
階における
検査の方法
・5個目

ここで言う「資料」とは検査
並びに是正の一覧表のような
ものと考えてよろしいでしょ
うか。

検査内容・範囲がわかる資料
や検査後の是正・対応一覧表
を想定しています。

127 48 第4 3 （4） ア
施工業務の
範囲

市が発注する造成工事「プレ
ロード」について、令和6年
度A=58,500m2、令和7年度
A=44,524m2にて既発注されて
いますが、残りの敷地の整備
予定についてご教示願いま
す。

令和9年度に完成を予定して
います。

128 50 第4 3 （4） ウ⑧ａ
作業日・作
業時間の順
守

「作業時間は、概ね午前8時
から午後5時までを基本とす
る」との記載がございます
が、作業開始前に先行して入
場させることや、5時過ぎて
からの片付け清掃などは可能
でしょうか。
また、ヤクルト球団2軍施設
との運用上での支障が無いも
のとして宜しいでしょうか。

周辺施設への影響が出ない範
囲で可とします。

129 54 第4 4 （5）
備品等の調
達及び設置
業務

「リース方式による調達に客
観的合理性がある場合は、市
との協議の上リース方式を認
めるものとする」とあります
が、①提案書提出前の市との
協議はどのような機会で頂け
るのでしょうか。②リースで
調達した場合、サービス対価
Ｂでのお支払ではなく、運営
や維持管理の対価（サービス
対価DやE）でお支払頂くこと
になると思いますが、このよ
うな理解でよろしいでしょう
か。

①については、個別対話にて
協議いたします。
②については、左記の場合、
サービス対価D-1又はサービ
ス対価Eにて計上することも
認めます。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

130 56 第4 5 (1) ウ・⑤
施設利用規
約

施設利用規約（利用時間、利
用料金、予約方法、キャンセ
ル料、注意事項等）の内容
は、運営業務に起因する内容
となるため、「運営業務に関
する要求水準書」か「総括管
理業務に関する要求水準書」
に記載すべき内容と思料いた
します。「維持管理業務に関
する要求水準書」から変更を
お願いいたします。

ウ⑤施設利用規約の内容は維
持管理業務ではなく、運営業
務に関する要求水準書として
扱います。

131 57 第4 5 (2) ア
建築物保守
管理業務

維持管理業務に「体育施設管
理士等の専門知識を有する担
当者を設置」が記載されてい
ますが、維持管理企業の参加
資格要件は都市公園の維持管
理実績となっており、公園の
維持管理企業をイメージされ
ているかと思います。よって
体育施設管理士の資格者を有
することは困難なため、「体
育施設管理士等の専門知識を
有する担当者を設置」は削除
頂けないでしょうか。

体育施設管理士等の専門知識
を有する担当者を設置してく
ださい。

132 60 第4 5 (2) カ
清掃・環境
衛生管理業
務

『「建築物における衛生的環
境の確保に関する法律（ビル
管理法）」に準じて』とあり
ますが、ビル管理法の基準で
の管理となると過度な仕様と
なりコストアップ要素となる
かと思います。ビル管理法の
対象とならない場合は、参考
程度でビル管理法に準ずる必
要はないとして頂けないで
しょうか。

ビル管理法の基準に準じた管
理が望ましいですが、必ずし
もビル管理法を満たす必要は
ありません。

133 61 第4 5 (2) ク 修繕業務

耐用年数を超えた基幹設備等
の更新費用も、全て事業者負
担による「サービス対価D-2
（修繕費）」内で賄うべきと
いう理解で相違ないか。

ご理解のとおりです。

134 61 第4 5 (2)

修繕費の支払いについて、
「事業期間内に発生した修
繕・更新は全て事
業者の負担（本事業費に含
む）により実施するものとす
る」とありますが、事業者に
よる1回
あたりの支払い額または年間
の支払い上限額を定めて頂
き、それを超えた場合は貴市
でご負担頂くことは可能で
しょうか。

金額に関係なく修繕費は事業
者負担になります。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

135 62 第4 5 (2) ケ 警備業務

警備員との記載があります
が、警備業法に基づく警備員
でしょうか。公園スタッフ
（警備資格を有さない）によ
る安全管理でもよろしいで
しょうか。

要求水準を満たしていること
を前提に、警備業法に基づく
警備員ではないことも可とし
ます。

136 62 第4 5 (2) ケ 警備業務

開園時間外の「有人警備」を
市から要請された場合、その
費用はサービス対価に含まれ
るのか、別途協議となるのか
教示いただきたい。

有人警備を要請する背景や状
況によるため、別途協議によ
り決定とします。

137 64 第3 6 (1) エ① 開園時間等

屋内遊具施設について、清
掃・消毒および職員研修等を
実施するための休館日を設け
ることは可能でしょうか。
こども関連施設は、特に衛生
管理体制や職員の専門性・対
応力について厳しい評価を受
けやすい施設であると認識し
ております。
そのため、適切な運営水準を
維持する観点からも、定期的
な休館日の設定は必要である
と考えております。
また、本件は人件費を含む運
営コストにも影響する事項で
あるため、休館日の設定可否
および想定される条件等につ
いて、明確にお示しいただけ
ますと幸いです。

休館日の設定は提案によりま
す。

138 64 第3 6 (1) エ②
利用料金の
考え方

屋内遊具施設の利用料金につ
いて、市内・市外差を設ける
ことは想定されていますで
しょうか。また、想定されて
いる場合、「市内在住者か否
かを確認する方法に関して市
の明確な想定」「事業期間中
における料金水準の見直し・
改定に関する市の基本的な考
え方」がございましたら、ご
教示ください。

利用料金の設定は提案により
ます。

139 64 第3 6 (1) エ②
減免につい
て

利用料金の設定に当たり、減
免等の制限は特段無いとの認
識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

140 66 第4 6 エ
利用料金の
徴収

③に「徴収した利用料金につ
いては、他の収入と区別して
収支報告を行うこと」とあり
ますが、利用料金を運営企業
に直接帰属させ管理を区別す
ることは可能との理解でよろ
しいでしょうか。

可とします。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

141 66 第4 6 （2） オ
駐車場管理
業務

ヤクルト球場等の周辺イベン
トによる駐車場混雑時の追加
警備コストは、サービス対価
Eに含まれる想定か、あるい
は主催者等への実費請求が可
能か。

イベント主催者と協議・調整
をお願いします。

142 66 第4 6 （2） オ
駐車場管理
業務

カメラ式ゲートレスシステム
において、料金未払いが発生
した際の事業者による債権回
収の責任範囲、および未回収
金による損失の取扱を教えて
ほしい。

事業者の責任において対応し
てください。市が損失を負担
することはありません。

143 67 第4 6 （2） ク
災害時対応
業務

広域避難場所として実際に避
難所稼働した際の水道光熱費
や24時間体制の人件費等は、
通常の運営費とは別に市から
支払われるか。

災害時対応の負担については
別途協議とします。

144 67 第4 6 （3） ア
都市公園条
例について

「「都市公園条例」に規定が
あるものは、その範囲内で設
定すること。」との記載があ
りますが、その範囲で事業者
が設定したとして、収入の帰
属は事業者になるということ
で宜しいでしょうか、ご教示
願います。

ご理解のとおりです。

145 68 第4 7 (1) ア 基本的事項

⑦提案施設の設置期間（設置
に係る許可期間）は 10 年以
内とされていますが、事業者
の投資を促すためにもより長
い期間で設定いただけないで
しょうか。

都市公園法に基づき、設置期
間を10年以内としています
が、事業の実施状況に応じ
て、所管課との協議のうえ、
更新は可能と考えます。

146 68 第4 7 ア ④ 付帯事業

「付帯事業を実施するにあ
たっては、・・・公園占有料
を市に支払うものとする」と
ありますが、こちらの主語は
「提案施設」が適切かと存じ
ますが、いかがでしょうか。
付帯事業には「提案施設」と
「ネーミングライツ」の二つ
がありますので、ご整理をお
願いします。

主語は「提案施設」とご理解
いただいて問題ありません。

147 68 第4 7 ア ⑦ 付帯事業

提案施設の設置期間は10年以
内、とのことですが、本事業
の維持管理運営期間と整合し
ておりません。ご趣旨につき
ご教示ください。

都市公園法に基づき、設置期
間を10年以内としています
が、事業の実施状況に応じ
て、所管課との協議のうえ、
更新は可能と考えます。
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■要求水準書に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

148
要求水準書
に関連する

資料

参考資料４

地盤調査報
告書

ボーリング調査が２か所分し
か無く、推定断面で提案書提
出時の杭長を検討し金額を算
出しますが、事業契約書第25
条の現況調査として建物建設
位置にてボーリング調査を
行った結果により杭長が伸び
ることとなった場合、費用は
市の負担と考えてよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。
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■優先交渉権者選定基準に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

1 6 別紙 3 （4） ② 任意施設

任意施設を整備することは、
技術点の加点要素となる反
面、価格点の減点要素となる
可能性があります。
単に提案の自由度を高めると
いう理由では理解できない相
当の整備費を要する施設を任
意施設として設定している意
図をご教示下さい。

要求水準書P.11～12をご確認
ください。

2 6 別紙 3 （4） ② 任意施設

任意施設の提案の有無は、他
の評価項目にも少なからず影
響はあると理解しています
が、本項目についての評価
は、要求水準書12頁に「任意
施設を整備しない代わりに、
その他の施設や機能の充実を
図る幅広い提案を期待してい
る。」という記載があること
から、任意施設を整備しない
場合や目的・内容に満たない
場合でも施設全体としてにぎ
わい創出に繋がっていれば0
点にはならず評価していただ
けるという理解でよろしいで
しょうか。

任意施設に係る提案内容が評
価対象となりますので、当該
提案内容がない場合は審査項
目3.(4).②での評価対象とは
なりません。
ただし、要求水準書P.11～12
の記載内容を踏まえて提案を
行う場合は評価対象となりま
す。

3 6 別紙 3 （4） ② 任意施設

任意施設については、財政負
担の増加はもとより、ランド
スケープにおいても整備しな
い方が良いという判断もあり
ますが、整備しないことの優
位性を示すことで、本項目に
おいて加点される可能性はあ
りますか？

任意施設に係る提案内容が評
価対象となりますので、当該
提案内容がない場合は審査項
目3.(4).②での評価対象とは
なりません。
ただし、要求水準書P.11～12
の記載内容を踏まえて提案を
行う場合は評価対象となりま
す。

4 6 別紙 3 （4） ② 任意施設

任意提案施設の有無により、
提案全体に影響が及び、各応
募者の提案を評価する基軸を
保つことは難しいと考えます
が、どのように公平性・客観
性を担保されるのかご教示下
さい。

提案に対する評価の基軸は、
「別紙　提案内容の審査項
目」の内容に基づき判断しま
す。また、任意施設に係る提
案内容は、審査項目3.(4).②
の評価ポイントに従って評価
を行います。

5 6 別紙 3 （4） ② 任意施設

施設計画においては「必須施
設」と「任意施設」とがあり
ますが、任意施設の提案は任
意ではあるものの、審査項目
として配点が設定されていま
す。任意であっても、提案し
ないと配点の2点はゼロにな
るということでしょうか。評
価ポイントには記載がありま
せんが、例えば任意施設を提
案せず、それに変わる施設提
案（代替提案）を行う場合、
この配点はゼロにはならない
という運用がなされるので
しょうか。

任意施設に係る提案内容が評
価対象となりますので、当該
提案内容がない場合は審査項
目3.(4).②での評価対象とは
なりません。
ただし、要求水準書P.11～12
の記載内容を踏まえて提案を
行う場合は評価対象となりま
す。
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■優先交渉権者選定基準に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

6 8 別紙 6 （6） 自主事業

運営業務の中の自主事業の提
案は任意であるとされていま
すが、審査項目として配点が
設定されています。任意で
あっても、提案しないと配点
の6点はゼロになるというこ
とでしょうか。公園施設にお
ける自主事業の実施はその賑
わい創出の観点から重要であ
ると認識しておりますが、事
業の継続性の観点からは、慎
重な判断が必要となる局面も
あるかと存じます。任意であ
る自主事業に6点の配点が配
布されていますと、建付けに
無理が生じる可能性が生じま
す。配点アリとされた趣旨つ
きご教示ください。

自主事業は任意ではありませ
ん。募集要項等をご確認くだ
さい。

7 9 別紙 7 （1） 付帯事業

付帯事業の提案は任意である
とされていますが、審査項目
として配点が設定されていま
す。任意であっても、提案し
ないと配点の5点はゼロにな
るということでしょうか。公
園施設における付帯事業の実
施はその賑わい創出の観点か
ら重要であると認識しており
ますが、事業の継続性の観点
からは、慎重な判断をする必
要となる局面もあるかと存じ
ます。任意である付帯事業に
5点の配点が配布されていま
すと、建付けに無理が生じる
可能性が生じます。特に「提
案施設」については、初期投
資の回収リスクが生じます。
配点アリとされた趣旨つきご
教示ください。

付帯事業（提案施設の整備・
運営、ネーミングライツ）に
係る提案内容が評価対象とな
り、当該提案内容がない場合
は評価対象となりません。
付帯事業は任意としておりま
す。そのことをご理解いただ
いた上での提案となりますの
で、評価対象としておりま
す。

8 9 別紙 7 （1）
ネーミング
ライツ

ネーミングライツについての
提案については、パートナー
を特定するのではなく、アプ
ローチ先の想定や進め方につ
いて提案することでも評価の
対象となりますか？

評価の対象となります。
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■様式集に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

1 1 1 （2） ア

書式等 「左右に15㎜以上の余白を設
定すること。」とあります
が、様式タイプ共通の枠は左
右15㎜以上余白をとれば大き
さを変更しても良いでしょう
か。

ご理解のとおりです。

2 3 2 （7） ア －

提出書類 注釈にて「副本は、正本の写
しとする。」とありますが、
正本・副本ともに応募者を含
む企業名を記載してもよいと
いう理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

3 5、7～11 3 ・2個目

記載内容 技術提案書において様式タイ
プが共通、用紙サイズA3と記
載されているものについて
は、様式集（word）ファイル
に含まれている様式：共通
（A4）をA3に変更しての提出
で良いでしょうか。

不可とします。

4 様式4-1

個別対話
（第1回）
参加申込書

参加者10名以内とのことです
が、関係者が多い為、10名以
内に限定することが困難で
す。20名まで参加を認めてい
ただけないでしょうか。ま
た、オンラインでの参加もお
認めいただけないでしょう
か。オンライン参加をお認め
いただける場合、オンライン
会議設定、マイクスピーカー
やカメラ等の環境設定につい
ては、貴市、事業者いずれが
実施するのかについてもご教
示ください。

参加者数については、15名以
内と変更します。併せて、様
式4-1を修正します。
また、オンラインでの実施は
考えておりません。

5 様式4-1

個別対話
（第1回）
参加申込書

守谷市長公室企画課以外の貴
市側の参加予定者をご教示願
います。

現時点では、都市整備部管理
課以外の市職員が参加する予
定はありません。ただ、個別
対話当日に変更となることも
あります。

6 様式4-2

個別対話
（第2回）
参加申込書

参加者10名以内とのことです
が、関係者が多く、10名以内
に限定することが困難である
為、20名まで参加を認めてい
ただけないでしょうか。ま
た、オンラインでの参加もお
認めいただけないでしょう
か。オンライン参加をお認め
いただける場合、オンライン
会議設定、マイクスピーカー
やカメラ等の環境設定につい
ては、貴市、事業者いずれで
実施するのかについてもご教
示ください。

参加者数については、15名以
内と変更します。併せて、様
式4-1を修正します。
また、オンラインでの実施は
考えておりません。
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■様式集に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

7 様式4-2

個別対話
（第2回）
参加申込書

守谷市長公室企画課以外の貴
市側の参加予定者をご教示願
います。

現時点では、都市整備部管理
課以外の市職員が参加する予
定はありません。ただ、個別
対話当日に変更となることも
あります。

8
様式10-2
別紙1

資金調達計
画

SPCを組成せず、コーポレー
トファイナンスで資金調達を
する場合、本様式の提出は不
要として頂きたいです。

不可とします。

9
様式10-2
別紙2

サービス対
価Aの支払予
定表

各回の支払金額は、1か月あ
たりのサービス対価×月数と
しなければならないのでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

10
様式10-2
別紙2

サービス対
価Aの支払予
定表

募集要項P41 別紙3 2 (1)に
は、サービス対価Aは（サー
ビス対価D-1、D-2、Eと異な
り）平準化して支払う旨の記
載はありませんが、本様式に
は、1か月あたりのサービス
対価を、開園から3年間とそ
れ以外の期間とで区分毎に記
載する様式となっています。
サービス対価Aの支払方法
（平準化して支払うのか、各
回事業者が提案した金額支払
うのか）をご教示ください。

サービス対価Aについては、
開園日から3年間はエリアマ
ネジメント業務に係る費用を
計上することから、平準化と
いう表記を用いておりませ
ん。
様式10-2（別紙2）にて、支
払対象期間の月数と１月あた
りのサービス対価Aの欄を設
けております。また、サービ
ス対価Aの支払予定表（開園
前倒し例）にて、吹き出しで
記載の仕方も示しておりま
す。そこから、サービス対価
Aの各回の支払金額は、支払
対象期間の月数に１か月あた
りのサービス対価Aを乗じた
金額であるとご理解くださ
い。

11
様式10-2
別紙3

サービス対
価D-1の支払
予定表

第10回（令和13年度10月～3
月分）の支払金額には、「事
業開始から開園前まで」の区
分の対価と、「開園後から事
業期間終了まで」の区分の対
価が混在しますが、開園を前
倒ししない場合は、前者の区
分の対価（3か月分）と後者
の区分の対価（3か月分）を
足した金額を、第10回の支払
金額として記載するという理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

12
様式10-2
別紙4

サービス対
価D-2の支払
予定表

8行目の支払対象月及び月数
の欄が空欄になっています
が、当該の欄は、開園を前倒
ししない場合には、空欄のま
までご提出すればよろしいの
でしょうか。

ご理解のとおりです。
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■様式集に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

13
様式10-2
別紙4

サービス対
価D-2の支払
予定表

※6段目に「サービス対価D-2
は、令和13年度から令和33年
度までを4期に分けて、各期
内の支払いを平準化した金額
を支払う。様式16-4の「サー
ビス対価D-2（各期）」欄と
一致させること。」とありま
すが、様式16-4ではなく、様
式14-4の誤りではないでしょ
うか。

ご指摘のとおり、様式14-4の
誤記です。様式10-2（別紙
4）を修正します。

14
様式10-2
別紙5

サービス対
価Eの支払予
定表

第10回（令和13年度10月～3
月分）の支払金額には、「事
業開始から開園前まで」の区
分の対価と、「開園後から事
業期間終了まで」の区分の対
価が混在しますが、開園を前
倒ししない場合は、前者の区
分の対価（3か月分）と後者
の区分の対価（3か月分）を
足した金額を、第10回の支払
金額として記載するという理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

15 様式10-4

地元企業への貢献で発注金額
で記載出来ない企業について
は、関心表明を添付させて頂
くことは可能でしょうか。

可能です。

16
様式10-4
別紙1

地域経済へ
の貢献

発注先の区分（D列）につい
て、記載例として、「委託
先」や「資材調達先」等の記
載がありますが、区分の名称
については、任意に設定して
良いという理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。様式に
記載のとおり、赤文字で書か
れた内容は例示です。

17
様式10-4
別紙1

地域経済へ
の貢献

代表企業、構成員、協力企業
又は構成企業が市内企業・団
体ではない場合、一次請負が
市外企業・団体で、二次下請
が市内企業・団体の場合は、
一次請負から二次請負への発
注予定額を計上すれば良いの
でしょうか。

ご理解のとおりです。

18 様式11-3

統括管理費
内訳書

様式11-3、12-8、13-2、14-
3、15-7の全て共通する確認
事項ですが、「算定根拠」を
求める理由をご教示くださ
い。
※記載内容の検討において必
要な為、確認しております。

提案内容の確実性や実効性を
確認するためです。

19 様式12-9

様式12-9は什器備品リストの
13-3備品リスト以外を記載す
る書式でしょうか。

ご認識のとおりです。
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■様式集に関する質問への回答

No. ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問 回答

20 様式13-3

備品リスト リストの内、市指定備品をお
示し願います。

市指定備品はありません。
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■基本協定書（案）に関する質問への回答

No. 条 項 号 カナ等 別紙等 項目名 質問 回答

1 基本協定書

基本協定書の主な内容は、
SPC組成（SPCの設立、SPCへ
の出資等）に関するものであ
るが、SPC組成を予定してい
ない場合に締結すべき基本協
定書の内容をお知らせいただ
きたい。

SPCを組成しない場合の基本
協定の内容は、現在の基本協
定から、第4条第1項、第5条
等、SPCに関する規定を削除
することを想定しています。

2 3
当事者の義
務

第2項には「選定事業者の本
事業に関する市の要望事項の
尊重」が規定されています。
本事業が官民連携の事業であ
ることに鑑み、次項に「市は
本事業が民間の事業者によっ
て実施されることを十分に理
解し、その趣旨を尊重する」
との趣旨規定の存置をお願い
したく、お考えをご教示くだ
さい。なお、事業契約書
（案）の2条を参考にしてお
ります。

原案のとおりとします。この
要望事項とは、主に、審査委
員会からの指摘の内容を遵守
していただくことを想定して
いるため、事業契約書2条1項
の事業者の規定とは趣旨が異
なるからです。
もっとも、市といたしまして
は、事業契約2条1項、2項の
内容は、基本協定段階でも当
然に前提となるものと理解し
ております。

3 3 3
当事者の義
務

「構成員は・・・SPCに出資
するとともに、SPCへの出資
者を募り」とありますが、
SPCへの出資者は構成員に限
られており、「出資者を募
る」ことは想定されない建付
けとなっています。取消し線
部分の削除をご検討頂くとと
もにお考えにつきご教示くだ
さい。

承知いたしました。「SPCへ
の出資者を募り、又は」を削
除します。

4 4 2 (2)(3) SPCの設立

SPCの定款と株主名簿の原本
証明ですが、証明する捺印者
はSPCの代表者でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

5 6
事業契約の
仮契約

2項の次項として「市は本事
業が民間の事業者によって実
施されることを十分に理解
し、その趣旨を尊重する」と
の規定を追記頂きたく、お考
えにつきご教示ください。事
業契約2条を参考としており
ます。

原案のとおりとしますが、基
本協定書（案）に関する質問
への回答No.2もご確認くださ
い。

6 8 1 （1）
事業契約の
不締結

「構成員若しくは協力企業ま
たはこれを構成事業者とす
る・・・」とありますが、
「構成事業者」は定義もな
く、不要かと存じます。お考
えをご教示ください。

原案のとおりとします。独占
禁止法2条2項の「事業者団
体」を構成する事業者（同法
2条1項）という意味です。

7 8 2
事業契約の
不締結

2項全文は1項冒頭に含まれて
おります。重複しております
ので、削除をご検討頂くた
く、お考えにつきご教示くだ
さい。

原案のとおりとします。参加
資格事由は、1項列挙事由に
限りません。
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■基本協定書（案）に関する質問への回答

No. 条 項 号 カナ等 別紙等 項目名 質問 回答

8 8 2
事業契約の
不締結

SPCを組成しない場合、その
構成員（予定）の一部が参加
資格を失った場合でも、コン
ソーシアムメンバーの変更等
を検討することによって事業
契約の仮契約を締結する一定
の機会を与えていただけない
か。

第1項但書に該当するような
場合には、変更を認めること
も考えられますが、事業契約
の仮契約を締結するかどうか
は市の裁量にゆだねられま
す。

9 9 1

SPCを組成する場合、民民で
の契約となる為、各種契約書
提出を不要として頂くことは
可能でしょうか。

不可です。原案のとおりとし
ます。

10 9 1
業務の委託
等

写しを提出する際、企業のノ
ウハウ等に関わる部分につい
ては、黒塗りにしても差し支
えないでしょうか。

可能ですが、黒塗りの部分に
何が記載されているか、市が
事業者に確認させていただく
場合がございます。

11 10 2
事業契約の
不調の場合
の処理

第10条における違約金の負担
について、選定事業者が連帯
して責任を負うことになって
おりますが、第8条の内容
（独占禁止法違反、暴排関
連）を踏まえると、帰責事由
ある構成員が負担すべきもの
ですので、選定事業者が連帯
して責任を負うか、もしくは
帰責事由がある構成員単体が
責任を負うかは、事業者が判
断できる建付けに変更いただ
けないでしょうか。

絶対に発生してはならない事
由だと考えておりますので、
原案のとおりとします。

12 10 2
事業契約の
不調の場合
の処理

「市は、本事業にかかる提案
金額の 100 分の 10 に相当
する金額を上限とする違約金
を選定事業者に請求できるも
のとし、選定事業者は、市の
請求があり次第、当該請求に
おいて定められた金額を連帯
して市に支払うものとす
る。」と記載ございますが、
該当する選定事業者に限定し
ていただけませんでしょう
か。

基本協定書（案）に関する質
問への回答No.11をご確認く
ださい。

13 10 2
事業契約の
不調の場合
の処理

事業契約書第74条5項に「構
成員又は協力企業が市に対し
て、基本協定書に基づき当該
違約金を支払った場合、事業
者は、重ねて支払うことを要
しない。」とございますの
で、10条2項の違約金は該当
する選定事業者に限定してい
ただけませんでしょうか。

基本協定書（案）に関する質
問への回答No.11をご確認く
ださい。
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■基本協定書（案）に関する質問への回答

No. 条 項 号 カナ等 別紙等 項目名 質問 回答

14 12
権利義務の
譲渡等

本事業の資金調達において、
契約上の権利義務を金融機関
に譲渡または担保提供するこ
とを想定しております。資金
調達に関することについては
市の事前の承諾は頂けるとの
理解でよろしいでしょうか。

提案書類及び承諾書の内容を
拝見し、問題がなければ承諾
することを想定しており、合
理的な理由なく承諾を拒絶す
ることは想定しておりませ
ん。

15 14 1
本協定の有
効期間

「事業契約の締結に至る可能
性がないと市が判断」とある
が、事業契約の締結に至らな
い理由は様々であり、市の一
存のみで判断せず、事業者グ
ループの意向も踏まえて判断
する文言にしていただけない
か。

原案のとおりとしますが、市
は、事業者と協議した上で判
断することを想定していま
す。
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■事業契約書（案）に関する質問への回答

No. 条 項 号 カナ等 別紙等 項目名 質問 回答

1 1 2
目的及び解
釈

「本事業契約において使用す
る用語の意義は」とあります
が別紙1の記載と合わせて
「意義」を「定義」に修正頂
くことにつきお考えをご教示
ください。

「定義」に修正いたします。

2 8 契約の保証

「特定事業契約の締結と同時
に」とありますが、保険契約
の締結には保険契約者、保険
会社双方の社内手続き等に時
間がかかる場合もありますの
で、特定事業契約の締結後
「速やかに」或いは「遅滞な
く」に変更して頂けないで
しょうか。

原案のとおりとします。契約
保証金は、契約と同時に入れ
ていただく必要がございます
ので、前もってご準備をお願
いいたします。

3 10 1
事業者が加
入する保険

1項及び2項に関する念のため
の確認です。「事業者は・・
その保険料を負担する」とあ
りますが、「施工者をして
（1項）」または「維持管理
企業若しくは運営企業をして
（2項）」保険に加入する場
合、保険料は事業者の負担で
はなく、各請負/受託企業が
負担するという建付けになり
ます。よろしいでしょうか。

「自ら又は施工企業／維持管
理企業若しくは運営企業をし
て…負担する」となりますの
で、施工企業、維持管理企
業、運営企業が保険料を負担
しても問題ございません。

4 10 2
事業者が加
入する保険

「事業者は、開園準備業務、
維持管理業務及び運営業務の
実施中、自ら又は維持管理企
業若しくは運営企業をして、
別紙３に定める内容の保険に
加入し、その保険料を負担す
る。」と記載がございますた
め、別紙3の保険に関して、
事業者が当該保険に加入する
場合は、当該業務を実施する
維持管理企業・運営企業は別
途当該保険を付保する必用は
ないとの理解でよろしいで
しょうか。

事業者提案の内容によります
が、事業契約上は、ご想定の
内容で問題ございません。

5 10 2
事業者が加
入する保険

「事業者は、開園準備業務、
維持管理業務及び運営業務の
実施中、自ら又は維持管理企
業若しくは運営企業をして、
別紙３に定める内容の保険に
加入し、その保険料を負担す
る。」と記載ございますが、
別紙3の保険に関して、維持
管理企業・運営企業がそれぞ
れ保険を付保する場合、付保
する保険は当該企業が担当す
る業務にのみ付保するとの認
識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

50



■事業契約書（案）に関する質問への回答

No. 条 項 号 カナ等 別紙等 項目名 質問 回答

6 11 2 （1）
要求水準書
の変更

警察署や消防署、保険所等の
指導や解釈により、要求水準
の変更をしなければならない
場合は市のリスクとの理解で
よろしいでしょうか。

内容によりますが、警察署、
消防署、保健所の指導や解釈
の変更は、「法令等」の変更
に該当しますので、第11章
（法令変更）の規定によりま
す。

7 11 1
要求水準書
の変更

市は事業者に事前通知し協議
を行った上で要求水準書の内
容を変更できるとされている
が、あくまで合意ベースとさ
せていただくことはできない
か。

原案のとおりとします。

8 12
本事業関連
書類

事業契約締結後は事業契約の
内容に基づいて履行されるた
め、契約管理上の観点から、
本事業関連書類については、
基本協定書に定めた上で、適
用期間は事業契約の締結まで
とできないか。

原案のとおりとします。

9 15 1
事業用地の
使用

念のための確認ですが、事業
契約の締結をもって、事業者
は無償で事業用地を仕様する
ことができ、別途使用貸借の
契約を市と締結することは不
要であるとの理解でよろしい
でしょうか。

事業用地の使用は工事着工時
からとなります。当該使用に
当たっては、市と事業者で事
前に協議します。

10 19 2 － － －

統括管理業
務責任者及
びエリアマ
ネジメント
業務責任者

「本事業契約の締結日後速や
かに、本公園及び周辺エリア
一帯の価値を高め、にぎわい
を創出するための取組の検討
並びにその仕組み及び体制づ
くりを行うため、エリアマネ
ジメント業務責任者１名を配
置」とありますが、エリアマ
ネジメント業務の開始は開園
日となっております。本事業
契約の締結日からとなると人
件費の計上が難しいため、エ
リアマネジメント業務責任者
も他の業務と同様に業務開始
前までに配置としてくださ
い。（開園日までに配置）

開園予定日までに配置するこ
ととします。

11 24 5

事前調査業務により、地質障
害、地中障害等の土地の瑕疵
が発見されたとき、又は事業
用地の状況が募集要項等と異
なっていた場合、追加工事と
して設計変更対象と考えてよ
ろしいでしょうか。

第24条第5項の事由が確認で
きた場合の対応に係る増加費
用は、市の負担となります
が、具体的対応策については
市と協議の上決定されるもの
とします。
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■事業契約書（案）に関する質問への回答

No. 条 項 号 カナ等 別紙等 項目名 質問 回答

12 28 3 － － － 設計変更

「市が当該追加的な費用を合
理的な範囲で負担する」とあ
りますが、将来の維持管理費
用が増加する場合も合理的な
範囲で負担して頂けると理解
でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりですが、第1
項における「本事業の実施に
与える影響」の一つとして、
あらかじめ市に通知されてい
ることが前提となります。

13 37 4
建設現場立
会い等

「市が…本事業関連書類又は
設計図書等の内容を満たして
いないと判断した場合」とし
て、基準を満たすかどうかの
判断は市の一存で行われるこ
とになっているが、当該判断
は市の一存ではなく客観的か
つ合理的に行われることを明
記することはできないか。第
69条・第72条第2項も同様で
ある。

原案のとおりとしますが、市
は、不合理な判断はいたしま
せん。

14 39 2 工期の変更

協議が整わない場合におい
て、市の裁量で工期を定める
ことができるとされている
が、合理的に実現可能な工期
を定めるべきことを明記でき
ないか。

原案のとおりとしますが、合
理的な裁量とありますので、
合理的に実現可能な工期を定
めます。

15 45 3
本施設の引
渡し

「・・、速やかに市名義での
登記（表示登記及び所有権保
存登記）を行うものと
し・・」とありますが、登記
に関する費用は本施設の所有
者が負担するのが一般的と思
料しますが、費用負担者が誰
になるのか明示願います。

事業者の費用負担としますの
で、あらかじめ費用として見
込んでください。

16 45
本施設の引
渡し

SPCを組成しない場合、引渡
当事者は複数社になっても問
題ございませんでしょうか。
(JVを想定しております。)

SPCを組成しない場合、本工
事の発注者は代表企業になり
ますので、引渡しは、代表企
業から市となります。

17 47 1

契約の内容に適合しないもの
であるとき、受注者に対し履
行の追完を請求する場合、書
面による請求としていただけ
ないでしょうか。

書面にて行います。

18 47 3

履行の追完の催告をする場
合、書面による請求としてい
ただけないでしょうか。

書面にて行います。

19 47 3
工事目的物
の契約不適
合責任

市により「サービス対価の減
額の請求」という表現が2か
所出てきますが、これは
「サービス対価B-1及びサー
ビス対価B-2の減額の請求」
という理解でよろしいでしょ
うか。可能であれば、契約書
上にて明記をお願いします。

ご理解のとおりです。明記し
ます。
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■事業契約書（案）に関する質問への回答

No. 条 項 号 カナ等 別紙等 項目名 質問 回答

20 47 3 2
契約不適合
責任

 「正当な理由なく事業者が
履行の追完を拒絶する意思を
明確に表示したとき。」と修
正できないか。

原案のとおりとします。

21 47 3 3
契約不適合
責任

「工事目的物の性質又は当事
者の意思表示により…」につ
いて「工事目的物の性質又は
当事者の合意により」と修正
できないか。

原案のとおりとします。

22 48 2

遊具は納品後の利用状況等、
外部環境によって耐久性が左
右されるため、契約不適合期
間については設備機器本体等
と捉えてよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

23 52 1 指定管理

「・・維持管理業務及び運営
業務の開始日までに、事業者
を本施設の指定管理者として
指定する」とありますが、募
集要項P38（第9の1「市議会
の議決」）によりますと指定
管理の指定の議決は事業契約
の締結と同時に行われること
となっております。募集要項
の規定に合わせた修正をご検
討下さい。なお、念のための
付言となりますが、二つの議
決の時期が異なる場合、契約
上の建付けが極めて不安定に
なりますのでご検討よろしく
お願いします。

原案のとおりとします。

24 57
光熱水費の
負担

光熱水費の負担は、現状では
使用量は不明です。そのた
め、光熱水費は市の負担や実
費精算としていただきたい。
または、1年目から5年目まで
は市が、６年目以降は事業者
負担とするといった柔軟な対
応をご検討願います。

不可とします。なお、光熱水
費の見直しについては、募集
要項別紙3（サービス対価の
支払い等）をご確認くださ
い。

25 59 4 利用料金

施設の利用者数の増減に伴い
事業の前提に重大な変更が生
じた場合には事業契約の変更
について誠実に協議いただく
ことを明記することはできな
いか。

原案のとおりとしますが、第
59条第1項の市と事業者との
協議については、第101条第1
項のとおり、誠意をもって協
議することとなります。
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■事業契約書（案）に関する質問への回答

No. 条 項 号 カナ等 別紙等 項目名 質問 回答

26 60 1 － － －
本施設損傷
時の取扱い

本施設のうち、公園は施錠管
理をせず不特定多数の利用者
がいるため、公園等の利用等
に起因して公園等が損傷等し
た場合の原因として、帰責者
を特定できない損傷や損害の
リスクを事業者に負わせるこ
とは過度な負担と考えます。
他公園でも帰責者を特定でき
ない損傷や損害はして指定管
理者へ負わせている事由はな
いと推測されますため、
「本施設利用者の通常使用の
範囲による損傷等、本施設利
用者の故意、重過失若しくは
過失による損傷等又は本施設
利用者以外の第三者による損
傷等」については市の費用負
担として頂けないでしょう
か。

事業者は本事業において適切
な維持管理・運営業務を行っ
ていただきますが、帰責者を
特定できない損傷や損害のリ
スクが生じた場合、市と事業
者で協議することとなりま
す。

27 64 付帯事業

64条、65条、66条において付
帯事業の関して規定が存置さ
れていますが、募集要項や要
求水準書において「付帯事
業」は「提案施設」と「ネー
ミングライツ」の二つで構成
されておりますが、事業契約
上「ネーミングライツ」に関
する規定がございません。規
定存置に関するお考えをご教
示ください。（上記3条にお
いては付帯事業が「提案施
設」を前提としてるのではな
いかと推察します。）

付帯事業として、ネーミング
ライツの提案が行われた場合
は、ネーミングライツに関す
る必要な規定を事業契約に追
加します。

28 68

別紙5に定めることによりと
ありますが、内容についてご
教示ください。

別紙5は募集要項別紙3（サー
ビス対価の支払い等）と選定
された事業者の提案をもとに
作成するものです。募集要項
別紙3をご確認ください。

29 74 1 10 契約解除

「…本事業契約の目的を達す
ることができない又は本指定
を継続することが適当でない
と市
が認めたとき」について、市
の裁量が広いように思われる
ため、「…本事業契約の目的
を達することができないこと
が客観的に明らかである場
合」等と修正できないか。

原案のとおりとしますが、市
は、不合理な判断はいたしま
せん。
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■事業契約書（案）に関する質問への回答

No. 条 項 号 カナ等 別紙等 項目名 質問 回答

30 74 2

本施設引渡
し前の事業
者の責に帰
すべき事由
による契約
解除

(2)(3)において「・・事業者
の全株式を、法令等に基づ
き、市が認める条件で、市が
承認する第三者へ譲渡させる
ことができ」とありますが、
株主の権利や税法上の観点か
ら「市が・・譲渡させる」こ
とは何等かの権利侵害を惹起
すると思料します。ご趣旨に
ついてご教示頂くと共に、実
務的は実行性についてもご検
討頂きたくお願いします。な
お、本74に加え、76条、77
条、78条、80条、81条におい
ても同様の規定が存置されて
います。合わせてご回答願い
ます。

ステップインを想定した規定
であり、原案のとおりとしま
す。

31 74 2 3
契約上の地
位譲渡

契約違反等時の契約上の地位
譲渡について「市が認める条
件で」とあるが、条件につい
ては事業者グループとの合意
とすることはできないか。第
76条第1項第3号及び第78条第
1項第3号も同様である。

原案のとおりとしますが、地
位譲渡の条件については、事
業者とも協議いたします。

32 74 9
本施設の買
取

本施設の出来高部分の買取に
ついて、当該出来高部分が客
観的に価値を有する場合には
市は不合理に買取を拒否する
ことはしない旨を記載するこ
とはできないか。

原案のとおりとします。

33 84 2 4 表明保証

SPCを組成しない場合におい
ては、列挙されている行為に
ついて各事業者を制限するの
は過度であるため削除できな
いか。

SPCを組成しない場合の第82
条第2項第4号は、本事業の実
施に重大な悪影響を与える定
款変更、重要な資産の譲渡…
又は組織変更に限定いたしま
す。

34 85 2
法令変更、
通知の付与
及び協議

市による法令変更等の変更に
対する対応方法の事業者への
通知の内容は合理的なものと
なることを確認させて下さ
い。

ご理解のとおりです。

35 85 2 法令変更

協議が整わない場合におい
て、市は法令等の変更の対応
方法を定めることができると
されているが、合理的に実現
可能な方法を定めるべきこと
を明記できないか。第82条第
2項の不可抗力の場合も同様
である。

原案のとおりとしますが、市
は、不合理な対応方法を指示
することはありません。

36 86 2 法令変更

「…サービス対価から減額す
ることが合理的であると市が
判断した場合」、対価を減額
できるとされているが、対価
の減額は合意ベースとできな
いか。第88条第2項も同様で
ある。

原案のとおりとします。
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■事業契約書（案）に関する質問への回答

No. 条 項 号 カナ等 別紙等 項目名 質問 回答

37 87 2
不可抗力、
通知の付与
及び協議

市による不可抗力に対する対
応方法の事業者への通知の内
容は合理的なものとなること
を確認させて下さい。

ご理解のとおりです。

38 別紙1 38.不可抗力

不可抗力の定義において、事
業者がコントロールできない
ため、政策変更も記載いただ
きたく存じます。

原案のとおりとします。

39 別紙3 火災保険

火災保険は施設所有者である
貴市にて付保すべきと考えて
おりますがその認識で宜しい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

40 別紙3 第2 1 － －
第三者賠償
責任保険

被保険者、保険の期間、てん
補限度額、保証する損害を満
たしていれば保険契約者は事
業者・維持管理企業・運営企
業のいずれかが加入していれ
ばよいという理解でよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

41 別紙5 4

代位によって取得した権利を
行使とありますが、権利とは
どのようなものを想定されて
いるでしょうか。具体的にご
教示ください。

市が事業者に対して有する本
事業契約に基づき発生する権
利（第73条第5項に基づく増
加費用・損害賠償請求権等）
となります。
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